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法 人 の 事 業 ・ 活 動 の 概 要 （案） 

法人の経営理念 

みんなが みんなと みんなへ 「手をつなぐ」  

 

 

法人の事業・活動方針 

昨年、３月に社会福祉法が、５月には障害者総合支援法が改正され、法人全体でこれらへ

の対応が求められます。 

社会福祉法関連では、一連の社会福祉法人改革により、新定款が４月１日より施行、理事

や評議員の体制が大きく変わります。従来の理事・評議員の任期を短縮し陣容を大幅に変え

て新しい評議員が２９年４月１日に就任し、改正法に基づく最初の定時評議員会を６月に開

催します。ここでは２８年度決算や事業報告を審議するとともに、新しい理事体制を整えます。

また、情報の公開や地域への公益的事業を積極的に展開し、社会の一員としての法人の姿

を進めていくことになります。 

一方、改正された障害者総合支援法は、平成３０年４月からの施行となっておりこれへの

準備が必要です。とりわけ「自立生活援助」や「就労定着支援」は、今後の法人の主要な事業

ともなる予定です。時期を同じくして障害福祉サービス事業の報酬改定が予定されています。

今回は介護報酬と診療報酬の同時改定を６年ぶりに行うことになっていることから、相互調整

を含め規模の大きな改定となる予定です。これらは情報を的確に収集し対応策を練っていく

必要があります。 

さらに、消防法関連の法令の改正施行の経過措置が２９年度で終了することから、グルー

プホームにおける消防設備の整備も年度内に必要です。このほか、マイナンバー利用の本

格化や地域共生社会への取り組み、さらに各事業内容においての種々の質の向上を図るこ

となど、さらには、世界情勢の大きな動きなど、知的障害者やその家族、支援者、関係者へ

の影響は目が離せません。 

このような中、本年度も、大阪手をつなぐ育成会では、２６年３月に策定した将来構想「ふろ

むわん＝つなgood
ぐ っ ど

計画」に基づき次の６つを重点分野として、事業・活動を実施することにし

ます。 

・安心安全の地域生活支援 

・働くことの質をささえる就労支援 

・豊かな感動を生む芸術やスポーツへの支援 

・周囲の人々に適切に理解される家族支援 

・具体的で実効性のある意思決定支援 

・人としての生活を保障する所得保障支援 

 

安心安全の地域生活支援では、障害者福祉計画などに位置づけられた「地域生活支援拠

点」の具体化が進められます。２８年度大阪府での市町村向けの拠点整備のガイドライン作

成に当法人も参画しました。就労支援では、働くことの質を問う支援がさらに求められます。

低質な就労支援Ａ型の増加に一定の歯止めがかかり、適切な支援を組み立て直す中で新た

な定着支援事業を構築することになります。また、３年後に迫った東京パラリンピックに向け
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てのスポーツや芸術活動の盛り上げを、全国組織の中で進めることになります。その一環で

韓国との交流事業を大阪が中心となり取り組みます。家族支援は、認知症対策や発達障害

者支援と連携しながら国の施策動向を見つつ推進します。そして、意思決定支援については、

国で策定されたガイドラインに基づいた支援の具体化に取り組むことになります。その際、大

阪手をつなぐ育成会で精力的に取り組んだ「わかりやすい情報提供」の実践が生かされると

確信します。さらに、所得保障支援では、低所得者対策の中で臨時給付金や基礎年金の上

積み作業に期待がされます。 

 

以下、将来構想「ふろむわん＝つなgood
ぐ っ ど

計画」５つの事業部門(生活支援、就労支援、人材

支援、地域支援、法人・団体支援)に沿って、主な事業を示します。 

生活支援部門では、一昨年取りまとめた「箕面育成園のあり方研究報告書」に基づき施設

入所支援「箕面育成園」をグループホーム等に事業転換します。また、ホームズしらさぎとホ

ームズあまみなどにスプリンクラーを装備したグループホームを整備し、必要な利用者の居

住を支援します。利用者の高齢化等に備え、相談支援に介護保険の居宅介護支援事業を追

加します。昨年大正区のNPO から事業継承した支援センターねぎぼうずは、利用者の状況

に応じて就労継続支援事業B 型からの事業内容を見直します。さらに、利用ニーズの増大す

る支援センターい～な・グーテンの生活介護事業については可能な限り定員を増やします。

あわせて、８年目となるアテンダントチームを、事業部生活支援室内に引き続き組織し、グル

ープホームの生活面、金銭管理面、栄養面を多面的に検証、支援の質の向上を推進します。 

 

就労支援部門では、事業部就労支援室を整備し、エル・チャレンジ方式の就労訓練や就職

後のジョブコーチ支援、さらには再訓練としての短期職業訓練、また、就労移行支援、就労継

続支援、そして、３０年度からはじまる就労定着支援などを有機的に連携させ、大阪育成会な

らではの総合的な就労支援を実施します。また、農福連携と都市型農業を推進する就労支

援事業所として支援センターつなぐのの事業を再編推進します。昨年来取り組んでいるスワ

ンカフェ＆ベーカリー大東店の経営改善では、つなぐのなどとの連携により新商品の開発、

本年３月に開業した「大阪国際がんセンター」等での出張販売などに積極的に取り組みます。

なお、利用者が大きく減少したい～な・グーテンの就労移行支援は現在の利用者の修了をも

って廃止します。一方、福祉サービスの第三者評価を各事業所で順次受審していますが、本

年度は支援センターあまみの就労支援関連事業を受審する予定にしています。 

 

人材支援部門では、育成会活動本部を中心に、これまでの各種講演会や研修会を引き続

き開催するほか、「育成会カフェ」を新設し、地域での活動や事業を活性化し、明日を支える

人材の養成に積極的に取り組みます。昨年から取り組みはじめた障害者差別解消法の「合

理的配慮ひろめ隊」については、引き続き普及拡充に取り組み、本年８月に大東市で開催す

る第５８回大阪大会において、主要テーマとして取り上げ、合理的配慮の着実な広がりを進

めていきます。一方、人生の中で必須となる成年後見制度の普及にも努めます。また、正規・

非正規を問わず全職員のキャリアパスをより充実したものに仕上げていきます。さらに、今後

の担い手となる職員の確保育成に組織的に取り組んでいきます。また、業務の効率化や支

援内容の質の向上を目的に各種支援ソフトの活用を引き続き行います。 
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地域支援部門では、大阪府障害者施策推進協議会、大阪府地域福祉推進審議会、大阪

府福祉のまちづくり審議会、大阪府自立支援協議会や不服審査会、また、市町村の地域自

立支援協議会や市町村審査会への委員派遣を引き続き行うほか、各審議会や検討会などに

も要請に基づき、職員を派遣し参画を実現します。これまで通り多くの地域の貢献的取り組み

を行います。文化・スポーツ・余暇活動を通じた障害理解の促進にも取り組みます。また、各

支部や地域の会合や催しなどに役員が出席し、その連携の強化と新たな会員の確保に取り

組みます。学校や福祉事業所など多くの組織や団体と協力して、スポーツフェスタ大阪、や

「つなgood ボウリング大会」などを開催します。これらに加え、障害者スポーツの領域を広げ

るために新たに「つなgood ボッチャ大会」を開催します。一方、一連の社会福祉法人改革に

関して、他法人にも積極的に情報提供します。なお、他法人に先駆けて実施してきた保育所

等訪問支援事業は、周辺に他の事業所も増加していることから年度内に終結をします。 

 

法人団体支援部門では、小規模な事業所で大阪手をつなぐ育成会の直営事業所としての

移行を希望されるところに関し、条件が整った事業所を法人内に移行する取り組みをすすめ

ます。これらの取り組みには、経営の安定化や職員の資質向上などが期待されます。また、

全国手をつなぐ育成会連合会に役員を派遣し、とりわけ全国の本人活動支援拠点を運営し

ます。社会政策研究所の事業などの場を通じて、早くて正確な質の高い情報提供などに努め

ていきます。利便性の高い情報発信として開設してきましたブログやフェイスブックを引き続き

運営します。また、ＯＤＦ（大阪障害フォーラム）などの組織を活用し、他の障害者団体等への

ネットワークを拡大します。 

なお、大阪府から一昨年取得した旧大阪府立大東園（現：支援センターさくら）と旧大阪府

立白鷺園（現：支援センターしらさぎ）の用地については、支援センターしらさぎについて先行

して検討に入ります。 

 

 

法人の行動指針 

○ノーマライゼーションの浸透 

障害があってもなくてもあたり前に暮らすこと。知的な障害のある人やその家族にとって

あたり前に暮らすとは、その当事者と同世代同性の多くの人々の暮らしをそのまま実現す

ることです。家庭や地域、学校、職場などで適切に参加するための支援を具体化すること

です。 

○エンパワメントの確立 

知的な障害のある人やその家族の思いを大切にして、その人らしさや機能の可能性を

最大限に引き出すこと。残念ながら現状の社会は知的な障害を否定的に捉え、抑圧を加

えたり体験の機会を奪ったりしてしまいます。このことがらに気づき、その人らしさや持ち合

わせている力を発揮できる条件を整えることです。 

○アドボカシーの推進 

周囲の不当な侵害からその人の権利を擁護すること。組織や社会が有しているストレス

や軋轢は、弱い立場の人に向かいそのはけ口となりやすい構造になっています。地域にし

っかりとしたセーフティネット（安心網）を張り巡らし権利擁護を進めていくことが必要です。 

○マネジメントの活用 

ニーズと資源を適切に把握した経営・管理をすること。限られた財源や資源の中で、そ
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れらを有効に活用することが組織にも、制度にも、また社会や地球環境にも求められてい

ます。安定的な持続可能な仕組みを維持するために視野を広くして事業運営することで

す。 

 

 

組織図 

評議員会―――育成会活動本部会議―――支部組織・会員 

 ｜     （支部連、カフェ）（権利擁護部会、就労部会、生活支援部会、幼児学齢期部会） 

理事会 

 ｜―――将来構想推進委員会・情報管理委員会・苦情解決第三者委員ほか 

理事長 

常務理事―――事務局長 

｜       ｜   事務局（管理部（総務室、人事室、企画室）、事業部（生活支援室、 

経営会議    ｜   就労支援室、相談支援室）、活動部（育成会活動室、地域貢献室）） 

｜       ｜―社会政策研究所 

所長会議    ｜―中央支援センター（相談支援・障害児通所支援） 

          ｜―支援センター中(生活介護・就労継続支援Ｂ型) 

          ｜―ホームズ中央(グループホーム) 

          ｜   居宅介護・移動支援事業部 

          ｜―支援センターあまみ（相談支援） 

          ｜   あまみ・ピカ☆イチ（就労移行支援・就労継続支援Ｂ型） 

          ｜   就労支援事業部 

          ｜―ホームズあまみ(グループホーム) 

          ｜―支援センターい～な（相談支援） 

          ｜―箕面育成園(生活介護・施設入所支援設) 

          ｜―い～な・グーテン(生活介護・就労移行支援)        

          ｜―ホームズい～な(グループホーム) 

          ｜―山口記念診療所 

          ｜―支援センターさくら（相談支援） 

          ｜   就労移行支援・生活訓練事業部 

          ｜―スワンカフェ＆ベーカリー大東店(就労継続支援Ａ型) 

          ｜―北河内東障害者就業・生活支援センター   

          ｜―ホームズさくら(グループホーム) 

          ｜―ホームズなでしこ(グループホーム)   

          ｜―支援センターしらさぎ 

          ｜   就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活訓練事業部 

          ｜   居宅介護・移動支援事業部 

          ｜―  しらさぎ・ネスト（地域活動支援センター・相談支援） 

          ｜―ホームズしらさぎ(グループホーム)  

          ｜―支援センターつなぐの（就労継続支援A・Ｂ型） 

          ｜―支援センターねぎぼうず（就労継続支援Ｂ型） 
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組 織 

大阪府内８ブロック（北大阪、北河内、中河内、南河内、堺市、泉州、大阪市、本人）に計４

９支部を組織しています。  

支部会員 ２，０３８名  個人会員 ４６名 団体会員 ２団体 賛助会員３９名 団体賛助

会員４団体 （平成２９年２月末現在） 

○ 組織および財政の強化  

組織の普及および強化活動 

① 会員の意識高揚と意思の疎通を図りながら、連帯を深めつつ組織を通じて効果的な

活動を進める。 

② 賛助会員を積極的に募り、会活動の支援と活性化を図る。 

○ 財源の確保 

① 会費による財政基盤の確保を図る。 

② 本会事業・活動の啓発活動を推進して、寄付金、助成金の確保に努める。 

○ 新入会員の拡大 

 

 

活 動 

理事会（現数１２名） 毎月開催 

評議員会（現数１３名）  ６月、３月に予定 

育成会活動本部会議 毎月開催 

経営会議          毎月開催 

将来構想推進委員会  将来構想「ふろむわん＝つなgood
ぐ っ ど

計画」の進行管理  

情報管理委員会    ５月ほか開催 

苦情解決システム 

   法人全体の苦情解決システムの一環として、各事業所ごとに苦情受付担当者・苦情解

決責任者を配置するとともに、引き続き２名の第三者委員を委嘱する。 

役員研修        随時開催 

職員研修体制 

   法人全体で人権研修やメンタルヘルスなどを含む年間５回(採用異動時、４月、４～７月、

１月、３月を予定)の職員研修を実施するほか、各事業所にて研修を実施する。 

   主任育成プログラム等を実施する。 

 

支部・部会活動 

○ 支部代表者連絡会（毎月開催：第３火曜日） 

○ ブロック会議（５、８、１１、２月第３火曜日開催） 

○ 支部における研修会等の開催（随時） 

○ 権利擁護部会（毎月第１火曜日） 

○ 就労部会（毎月第２火曜日） 

○ 生活支援部会（毎月第２火曜日） 

○ 幼児・学齢期部会（不定期） 
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○ 育成会カフェ（毎月第１火曜日） 

 

本人の会（大阪ともだちの会）活動 

○ 大阪大会本人大会の取り組み 

○ 近畿みんなで集まる会への参加・近畿大会への参画 

○ 新成人と還暦を祝う集いの企画 

○ 青空新聞の編集・企画と発行（季刊年４回） 

○ レクリェーション活動 

○ 交流会（勉強会、運動会） 

 

 

事 業 ◎新規事業  

生活支援部門 

○ 施設入所支援（い～な・箕面育成園） 定員男女４０名 

○ 生活介護（い～な・箕面育成園） 定員男女３５名 

○ 生活介護（い～な・グーテン） 定員男女３２名 

○ 生活介護（中） 定員男女１５名 

○ 山口記念診療所（内科、整形外科、放射線科、皮膚科、精神科） 

○ 共同生活援助（グループホーム）（中央、あまみ、い～な、さくら、なでしこ、しらさぎ） 

○ グループホームの支援の質の向上 

○ 居宅介護（しらさぎ、中央、い～な） 

○ 移動支援（しらさぎ中央、い～な） 

○ 短期入所（い～な、さくら、なでしこ、しらさぎ） 

○ 地域生活支援事業・日中一時支援（中、あまみ、い～な、さくら） 

○ 知的障がい者相談支援事業（松原市委託事業）（あまみ） 

○ 一般相談支援事業（中央、あまみ、い～な、さくら、しらさぎ） 

○ 特定相談支援事業（中央、あまみ、い～な、さくら、しらさぎ） 

○ 障害児相談支援事業（中央、あまみ、い～な、さくら、しらさぎ） 

○ 保育所等訪問支援事業(中央) 

○ 知的障がい者相談支援事業（あまみ）（松原市委託事業） 

○ 地域生活支援事業・知的障がい者社会参加活動振興事業（大阪府委託事業） 

○ 地域生活支援事業・障がい児等療育支援事業（大阪府委託事業） 

○ 障害児早期療育事業（ポニー教室）(島本町委託事業) 

○ 障害児早期療育事業（ポニー教室）(太子町・河南町・千早赤阪村共同委託事業) 

◎ 居宅介護支援（い～な） 

 

就労支援部門 

○ 就労移行支援事業（あまみ・ピカ☆イチ）定員男女１２名 

○ 就労移行支援事業（さくら）定員男女３８名 

○ 就労移行支援事業（しらさぎ）定員男女２４名 

○ 就労移行支援事業（い～な・グーテン）定員男女８名 

○ 自立訓練(生活訓練)事業（さくら）定員男女１２名 
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○ 自立訓練(生活訓練)事業（しらさぎ）定員男女２６名 

○ 就労継続支援Ａ型（さくら・スワンカフェ＆ベーカリー大東店）定員男女１０名 

○ 就労継続支援Ａ型（つなぐの）定員男女１０名 

○ 就労継続支援 B 型（あまみ・ピカ☆イチ）定員男女１８名 

○ 就労継続支援 B 型（中）定員男女２５名 

○ 就労継続支援 B 型（しらさぎ）定員男女１０名 

○ 就労継続支援 B 型（つなぐの）定員男女１０名 

○ 就労継続支援 B 型（ねぎぼうず）定員男女２０名 

○ 地域活動支援センター（しらさぎ・ネスト）定員男女１０名 

○ 知的障害者雇用清掃事業(大阪府 IT ｽﾃｰｼｮﾝ、障害者社会参加促進ｾﾝﾀｰなど） 

○ エル・チャレンジに係る清掃事業（大阪府・大阪市委託事業） 

○ 外部機関等の職場適応援助者による支援事業（ジョブコーチ） 

（大阪障害者職業センター助成金事業） 

○ 障害者就業・生活支援センター事業（さくら）（国・大阪府委託事業） 

○ 障害者委託訓練事業（さくら、しらさぎ）（大阪府委託事業） 

○ 地域就労支援（コーディネーター活動推進）事業（さくら）（大東市委託事業） 

 

人材支援部門 

○ 地域生活支援事業・知的障がい者社会参加支援事業（大阪府委託事業） 

○ 本人活動支援センターの運営 

○ キャリアパス研修 

〇 エンパワメント講座 

○ 新成人と還暦を祝う集い 

○ ふろむわん研究会 

○ 社内誌「つなぐちゃんベクトル」の毎月発行 

○ 支援専門職向けの政策ゼミナールの開催 

 

地域支援部門 

○ 情報紙「太陽の子」の毎月発行 4,100部 印刷 

○ 本人情報紙「青空新聞」の季刊発行 1,300部 印刷 

○ 情報誌「知の知の知の知」の随時発行 

○ ホームページの運営 

○ たまにブログ・あまみブログ・しらさぎブログの提供 

○ 合理的配慮ひろめ隊フェイスブックの提供 

○ つなgoodボーリング大会 

◎ つなgoodボッチャ大会 

○ ボランティアの募集 

○ 知的障害に配慮した書籍や冊子の発行・あっせん・販売 

○ 情報・交流誌「手をつなぐ」等の購読販売 

○ 社会政策研究所の運営 

○ 生活支援機器等の展示・あっせん 

○ 市町村審査会等への人材派遣 
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○ 自立支援協議会等への人材派遣 

○ P＆A 大阪への参画 

○ 本人交流の場としてサロンの開設・実施（毎月２回） 

○ スポーツや文化事業への招待 

○ 企業等の社会貢献活動のコーディネート 

 

法人・団体支援部門 

○ 大阪知的障がい者スポーツ協会への参画 

○ 特定非営利活動法人堺市相談支援ネットへの参画 

○ 大阪知的障害者建物サービス管理事業協同組合への参画 

○ 一般社団法人エルチャレンジ等への参画 

○ 講座や研修会への各種講師派遣 

○ 審議会や検討会などへの委員派遣 

    （大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会、第三者評価決定委員会、 

大阪府障害者施策推進協議会、全国手をつなぐ育成会連合会など） 

○ 政策フォーラム 

○ 政策の企画提言 

 

 

主な行事 

○ 第４回全国手をつなぐ育成会連合会全国大会 

於：北海道札幌市 ９月２３日(土)～２４日(日) 

○ 第５６回近畿知的障がい者福祉大会 於：大阪市 １１月１９日(日) 

○ 第５８回大阪知的障害がい福祉大会 於：大阪府大東市 ８月２７日（日） 

○ 第１７回全国障害者スポーツ大会 於：愛媛県 １０月２８日（土)～３０日(月)  

○ 第３６回ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ2017大阪 於：大阪市長居競技場他１０月２１日(土)～２２日(日) 

○ 第１０回政策研究所研究発表会 於：大阪市内 １月８日(祝) 

○ 平成３０年新年懇親会    於：大阪市内 １月１６日(火) 

○ 平成３０年新成人と還暦を祝う集い  於：大阪市内 １月１４日(日)  

〇 全国育成会事務局長会議 於：東京 ６月 ３月 

○ 事業所協議会全国大会 於：東京・千葉 ２月１７日（土)～１８日(日) 

○ 権利擁護セミナー 於：広島 １１月 

○ 近畿連リーダー養成研修会  於：神戸市 日は未定 

○ 全国知的障害関係施設長会議 於：横浜 ７月４日(火)～５日(水) 

○ 全国知的障害関係施設職員研究大会 於：札幌 ９月２７日(水)～２９日(金) 

○ 発達障害学会  於：群馬  月  日(土)～  日(日) 

○ 障害学会  於：神戸学院大学    月 日（土）～ 日（日） 

○ 日本グループホーム学会  於：仙台 ７月２２日（土）～２３日（日） 
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社会政策研究所 

 

知的障害を主軸に社会政策全般についての調査研究等を行い、その知見を広く社会に提

供することで、だれもが住みよい社会づくりの一助に帰することを目的として、また、これとあ

わせて、当法人の社会的貢献の象徴として社会政策研究所を運営します。 

具体的には、次の5 つの機能を順次整備していくこととしています。 

○相談機能（コンサルテーションconsultation） 

相談室を設け、社会福祉士や相談支援専門員等を登録し、各種相談に対応する。 

○交流機能（コミュニケーションcommunication） 

会員や関係者の自由な意見表明、情報交換の場として以下のプログラムを提供する。 

政策フォーラム、政策ゼミナール、大阪相談支援ネットワーク会議、研究発表会等 

○協働機能（コラボレーションcollaboration） 

大阪育成会の会員や各組織、活動、事業などのフィールドを介して、様々な研究会や研究

者と共同し、支援策や支援プログラム等を開発・提供する。 

ケアマネジメント研究、性教育研究、社会関係障害研究、権利擁護研究など 

○調整機能（コーディネーションcoordination） 

支部をはじめ各地で開催される研修会や学習会・講座等に、講師を紹介する 

○提言機能（プロポーザルproposal） 

行政機関等に対し各種施策提言や政策提案などを行う 

なお、研究所運営にあったては、客員研究員制度を効率的に活用することとします。 

 

所在地 大阪市天王寺区生玉前町５－３３ 大阪府障害者社会参加促進センター内 

職員  所長 １名  客員研究員 8 名（平成29 年４月１日現在） 

事業  平成 29 年度の事業は以下のとおりです。 

(社福)大阪手をつなぐ育成会の社内誌「つなぐちゃんベクトル」の編集発行 毎月 

情報誌「知の知の知の知」の発行 随時 

    支部代表者連絡会や部会活動への情報提供  毎月 

    政策ゼミナール  毎月 

政策フォーラム  随時 

    研究所研究報告会 １月 

  ふろむわん研究発表会 ３月 
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中 央 

 

中央支援センター 

中央支援センターは、平成２４年度から東成区において指定特定（計画）相談支援、障害

児相談支援、地域移行支援、地域定着支援を積極的に展開、利用者の多くは知的障害者で

あるが、３障害分け隔てなく支援することに努めている。 

現在では、３障害に加え、発達障害、高次脳機能障害、難病などのケースも受けて、サー

ビスを提供している。昨年度は、障害児相談の依頼が多く、利用者全体の6 割近くを占める。 

また、これまでの相談支援活動の中で、地域の多数の障害福祉事業所や障害児支援事業

所はもちろんのこと、フォーマルインフォーマルに関わらず、様々な社会資源とつながりを持

ち、連携を深めてきた。平成２９年度も、引き続きこのネットワークを活かし、より重層的な相

談支援事業を展開していきたい。 

 

（平成２９年度重点事項） 

1 相談支援室長のもと、相談支援担当者の質の向上につながる相談支援担当者会議の運

営、各支援センターの相談支援部門のスーパーバイズ、相談支援事業費請求事務を実施

する。 

２ 障害児早期療育事業のポニーの学校については、現在、療育を実施している島本町およ

び河南町・太子町・千早赤阪村の地域でのニーズを把握し、事業継続について、協議検討

する。 

3 保育所等訪問事業については、他事業所が増加していることから、年度内に終結（事業廃

止）する。利用者が円滑に他事業所を利用できるよう、十分に支援する。 

 

 

(指定特定相談支援・指定障害児相談支援) 

【事業目的】 

大阪市指定の特定相談支援事業・障害児相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、

利用者、障害児及び障害児の家族（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重して、

常に当該利用者等の立場に立った適切な相談支援を提供する。 

 

【運営方針】 

１ 事業は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図

りつつ、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を当該利用者の意向、適性、障害の

特性その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に

立って、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス

事業等を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 

３ 事業の実施に当たっては、自らその提供する指定計画相談支援及び指定障害児相談支

援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

４ 事業の実施に当たっては、前３項の他、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（以下、「障害者総合支援法」と言う。）に基づく指定計画相談支援の事
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業の人員及び運営に関する基準」び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準」に定める内容を遵守する。 

 

【所在地】   大阪府大阪市東成区玉津２丁目１１－２８ 

        電話０６－６９７５－３３７０ FAX０６－６９７５－３３５０ 

 

【職員配置】  管理者 １名  相談支援専門員 ３名  事務職員 １名 

 

【実施地域】 通常の事業の実施地域は大阪府内全域とする。  

 

【営業日及び時間等】 

事務所の営業日・時間 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時４５分まで 

ただし、国民の祝日および１２月２９日～１月３日を除く。 

 

【対象者】  大阪府域の知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害者、難病等対象者 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

１． 計画案の作成 

（１） 利用者及びその家族の生活に対する意向 

（２） 総合的な援助の方針 

（３） 生活全般の解決すべき課題 

（４） 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期 

（５） 福祉サービス等の種類、内容、量 

（６） 福祉サービス等を提供する上での留意事項 

（７） モニタリング期間に係る提案 

 ２．計画作成及び継続支援 

  （１） サービス担当者会議を開催し、サービス利用週間計画及び事業所を決定し 

      計画を作成 

  （２） モニタリング期間に基づいた継続支援及び、見直しが必要と判断した場合の 

     変更申請に関する支援 

   （３）その他、サービス利用に関する基本相談 

 

 

(指定一般相談支援事業) 

【事業目的】 

障害者総合支援法に基づく指定地域移行支援事業及び指定地域定着支援事業（以下「指

定一般相談支援事業」という。）の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の立場に立った適

切な指定地域移行支援及び指定地域定着支援（以下「指定地域相談支援」という。）の提供

を確保することを目的とする。 

 

【運営方針】 

１ 指定地域移行支援の実施に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は
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社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における

生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効率的に提供

されるよう配慮して行うものとする。 

２ 指定地域定着支援の実施に当たっては、利用者が地域において自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者

に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援を適切か

つ効果的に行うものとする。 

３ 地域相談支援事業の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス事業者等の関連機

関との連携を図り、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、適切かつ

効果的に行うものとする。 

４ 地域相談支援事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利

用者の立場に立って行うものとする。 

５ 前４項のほか、障害者総合支援法及び障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施

するものとする。 

 

【所在地】 大阪府大阪市東成区玉津２丁目１１－２８ 

        電話０６－６９７５－３３７０ FAX０６－６９７５－３３５０ 

 

【職員配置】  管理者 １名  相談支援専門員 ３名  

指定地域移行支援・指定定着支援に従事する者 ３名 事務職員 １名 

 

【実施地域】  通常の事業の実施地域は大阪府内全域とする。  

 

【営業日及び時間等】 

事務所の営業日・時間 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時４５分まで 

ただし、国民の祝日および１２月２９日～１月３日を除く。 

上記の営業日、営業時間のほか、電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

      

【対象者】 知的障害者、身体障害者、精神障害者、難病等対象者 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

（１）日常生活全般に関する相談 

（２）地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供 

（３）指定地域移行支援に関する内容 

①地域移行支援計画の作成及び評価 

②地域に移行するための活動に関する面接又は同行による支援 

③障害福祉サービスの体験的な利用 

④体験的な宿泊 

（４）指定地域定着支援に関する内容 

    ①利用者の心身の状況、障害の特性及び緊急時の連絡先などを記載した台帳の 

作成 
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②利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じた常時の連絡体制の確保 

③緊急時における一時的な滞在等による支援 

④訪問等による利用者の状況の把握 

（５）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

（１）から（４）に附帯するその他必要な相談支援、助言等。 

 

 

（早期療育・保育所等訪問支援事業) 

【事業目的】 

早期療育及び保育所等訪問支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害

児の保護者（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立

場に立った適切な支援を提供する。 

 

【運営方針】 

１ 事業所の従業者は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよ

う、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ

効果的な支援を行うものとする。 

２ 事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福

祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

３ 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供され

る福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏る

ことのないよう、公正中立に行うものとする。 

 

【所在地】 大阪府大阪市東成区玉津２丁目１１－２８ 

電話０６－６９７５－３３７０ FAX０６－６９７５－３３５０ 

 

【職員配置】 管理者 １名  児童発達支援管理責任者 １人  訪問支援員 ２人 

 

【営業日及び時間等】  

事務所の営業日・時間  月曜日から金曜日の午前９時から午後５時４５分まで 

ただし、国民の祝日および１２月２９日～１月３日を除く。 

サービス提供時間     午前９時から午後４時まで 

 

【実施地域】  

早期療育については、島本町および河南町・太子町・千早赤阪村3 町村合同との協議によ

り実施する。 

保育所等訪問支援事業は、大阪府下全域とする。  

 

【サービスの提供方法及び内容】 

早期療育においては、集団の中で基本的な生活訓練を行い、 身辺の自立能力の向上や

社会適応力の促進を図り、保護者には家庭での療育の知識や技術について助言や指導を
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行う。   

保育所等訪問支援事業においては、障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設に

おける障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供

与する。 

（１）障害児本人に対する支援（集団生活適応の為の訓練など） 

（２）訪問先施設のスタッフに対する支援（支援方法等の指導等） 
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☿fi♃כ  

˗  

╙⁸ │ ⁸ │ ≤ ╦∑

≡ ≢ ⌐⌂╢╟℮⌐ ⅝ ⅝ ╘╕∆⁹ 

ⱱכⱶ☼ │⁸ ה ─ ╩☺כ♥☻ ⇔≡ ─ ≤ⱱכⱶ

─ ╩ ™╕∆⁹ 

≤ ⁸ ☻ⱦכ◘ ╩ ╗ ≤╙ ╩⇔≡⁸

⁸ ─ ─ ⌐╙ ≢⅝╢╟℮⌐ ╘╕∆⁹ 

 

⅝ ⅝⁸ ─ ה ⌐ ╩ ╣≡™⅝╕∆⁹ ☼כ♬─

⌐ ⅜☻ⱦכ◘√∫ ≢⅝╢╟℮⌐⁸ ⁸ ⁸╕√│⁸ ⁸ ─

Ᵽꜝfi☻╩ ⇔⁸ ⌐ ≢ ╢ↄ ╩ ↔∑╢╟℮⌐⁸╕√⁸ ╙

☻◐ꜟ╩№→╠╣╢╟℮⌐ ╩ ↑╕∆⁹ 

 

˗ Кὦ 

 ☿fi♃כ ( ה )  

 

ₒ ₓ 

 ─ ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ─

┘ ╩ ⇔≡⁸ ─ ⌐ ∫√ ⌂ ╩☻ⱦכ◘ ∆

╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

 │⁸ ⅜ ⇔√ │ ╩ ╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸

─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ∕─ ─ ─ ╩ ∂≡⁸∕─

┘ ─ ─√╘⌐ ⌂ ∕─ ─ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆

╢⁹ 

 ─ ⌐ √∫≡│⁸ ≤─ ┘ ⅝╩ ⇔⁸

─ ∆╢ ⁸ ─ ☻ⱦכ◘ ⁸ ⁸

∕─ ☻ⱦכ◘ │ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢ ₈

☻ⱦכ◘ ₉≤™℮⁹ ≤─ ⌂ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

 

 

ₒ ₓ  

 

ₒ ₓ 1 ☻ⱦכ◘      

ה ╗  
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ₒ ┘ ₓ 

▪   

⅛╠ ╕≢≤⁸ │ ⌐╟╢ ≤

∆╢⁹√∞⇔⁸ ─ ⁸ ⁸ ⅛╠ ╕

≢╩ ↄ⁹ 

▬   

⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ 

⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ ⅛╠  

► ☻ⱦכ◘  

⅛╠ ╕≢≤⁸ │ ⌐╟╢ ≤

∆╢⁹√∞⇔⁸ ─ ⁸ ⁸ ⅛╠ ╕

≢╩ ↄ⁹ 

◄ ☻ⱦכ◘  

⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ 

⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹  

 

 

ₒ ╩ ∆╢ √╢ ₓ 

18 ─ ╩ ↄ ה 18 ─ ╩ ↄ  

18 ─ ╩ ↄ  

 

ₒ ─ ₓ 

⁸  

─  

─  

─  

⌐ ⌂ ⁸ ╩ ∆╢√╘─  

─ ─ ┘ ( ⁸ )  

─  

 

 

 

 

 

 ☻ⱦכ◘

─  

⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

⅛╠ ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

 

⁸  
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 ⁸  

 / ⁸ ה /  

      

 ⁸ ╕√│ ≢ ─  

    

 ╕√│ ≢ ─  

     

 ↕ↄ╠ⱨ▼☻♃ / ⁸┤╣№™ /  

⇔╠↕⅞ ╡ ⁸ⱳ☺  

╢╪╢╪Ᵽ◙כ ⁸  

 ◒ꜞ☻ⱴ☻ /  

/ / ⁸  

 / ה  

   

כ♫Ⱪꜟⱴכ♥  ⁸  

β ─ / ⁹ 

   β ⁸ 1  

 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 

─ ⌐ ╘╢ ─╒⅛⌐⁸ ─ ╩ ─

≤∆╢⁹ 

ה     ⌐≈⅝  

ה ─  

ה ─☻ⱦכ◘ ⌐ ╢   ⌂™⇔  

∕─ ⌐⅔™≡ ≤⌂╢╙─⌐ ╢ ≢№

∫≡⁸∕─ ⌐ ↕∑╢↓≤⅜ ≤ ╘╠╣╢╙──  

 

ₒ ─ ₓ 

יִ №√╡─ ─ │⁸ ╩ ╠⌂™╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ◘כⱦ☻ ⌐ √∫≡─ ₓ 

─☻ⱦכ◘⁸│ ⌐ √∫≡│⁸ ─ ≤⌂╢─≢⁸ ⌐

∆╢ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

☻ⱦכ◘ ─ ™╩ ﬞ ⇔⁸ ⌐ ∂⌂™↓≤⁹ 

ﬞ ⌐ ∫≡╙ ─⌂™ ≤⌂╢↓≤⁹ 

─ ⁸ ⁸ ⁸ ╩ ≈↑╢↓≤⁹ 

 

ₒ ─ ─ ₓ 

─ ┘ ⁸ ─ ≤∆╢⁹ 

 

ₒ ≤─ ₓ 

│₈ ☿fi♃כ ₉ ─
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│ ─ ≤∆╢ ≤ ⇔⁸ ─ ⌂ ⌐ ╘╢⁹╕√⁸

⌂╠┘⌐ ╩≈⌂← ─ ⌐ ∆╢⁹ 

 

 

 

ₒ ₓ 

─ ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ─ ┘

╩ ⇔≡⁸ ─ ⌐ ∫≡ ⌂ ─☻ⱦכ◘ ╩ ℮⁹ 

 

ₒ ₓ 

  ⁸ ∑≈ ┘ ─ ⁸ │ ─ ─ ∕─

⌂ ╩ ∆╢ ≢№∫≡⁸ ╩ ∆╢╙─⌐≈⅝⁸ ≤⇔≡ ⌐⅔™

≡⁸ ⁸ ∑≈ ┘ ─ ⁸ ⁸ ┘ ─ ┘⌐ ⌐

∆╢ ┘ ∕─ ─ ⌂ ─ ⁸ │ ─

─ ∕─ ─ │ ─ ─√╘⌐ ⌂ ╩ ™╕∆⁹ 

 

ₒ ₓ  

 

ₒ ₓ  

 

ₒ ₓ ☻ⱦכ◘ה ה ╗  

   

ₒ ┘ ₓ 

▪   

⅛╠ ╕≢≤⁸ │ ⌐╟╢ ≤

∆╢⁹√∞⇔⁸ ─ ⁸ ⁸ ⅛╠ ╕

≢╩ ↄ⁹ 

▬   

⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ 

⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ ⅛╠  

► ☻ⱦכ◘  

⅛╠ ╕≢≤⁸ │ ⌐╟╢ ≤

∆╢⁹√∞⇔⁸ ─ ⁸ ⁸ ⅛╠ ╕

≢╩ ↄ⁹ 

◄ ☻ⱦכ◘  

⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ 

⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ ⁸ 

 

 

ₒ ╩ ∆╢ √╢ ₓ  

╩ ≈ ─ ─ ╩ ↄ ⁸ ─ ─ ⁹ 
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ₒ ─ ₓ 

  

ה  ─ ⁸ ─  

  ─ ╛ ─ ─  

   ⁸ ─ ה ─√╘─  

ה◔○ꜝ◌הⱶכ◕    ה ⌂≥─  

 ☻ⱦכ◘   

  

  

     ─ ה ─  

 ⁸  

 / ⁸ ה /  

   ≥╪≥↓ ╡    

 ⁸ ╕√│ ≢ ─  

   ─ ⅔ה  

 ╕√│ ≢ ─  

     

 ┤╣№™ / ⁸  

 ◒ꜞ☻ⱴ☻ /  

/ / ⁸  

 / ה ╘  

ה  ─ ╕⅝   

 ─ ה כ♫Ⱪꜟⱴכ♥⁸ ⁸ ─ ה

└⌂ ╡  

β ─ / ⁹ 

   β ה 1  

 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 

─ ⌐ ╘╢ ─╒⅛⌐⁸ ─ ╩ ─

≤∆╢⁹ 

ה    ⌐≈⅝  

ה   ⌐╟╢ ⌂≥─ │  

 

ₒ ─ ™ₓ 

⌐ ↕╣√ │⁸ ☿fi♃כ ─ ⌐╟╡ ∆╢⁹ 

 

ₒ◘כⱦ☻ ⌐ √∫≡─ ₓ 

─☻ⱦכ◘⁸│ ⌐ √∫≡│⁸ ─ ≤⌂╢─≢⁸ ⌐

∆╢ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

☻ⱦכ◘ ─ ™╩ ﬞ ⇔⁸ ⌐ ∂⌂™↓≤⁹ 
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ﬞ ⌐ ∫≡╙ ─⌂™ ≤⌂╢↓≤⁹ 

─ ⁸ ⁸ ⁸ ╩ ≈↑╢↓≤⁹ 

 

ₒ ─ ─ ₓ 

 ─ ┘ ⁸ ─ ≤∆╢⁹ 

 

ₒ ≤─ ₓ 

│₈ ☿fi♃כ ₉ ─  

│ ─ ≤∆╢ ≤ ⇔⁸ ─ ⌂ ⌐ ╘╢⁹╕√⁸ 

⌂╠┘⌐ ╩≈⌂← ─ ⌐ ∆╢⁹ 

 

ₒ ─ ₓ 

  ⌐≈™≡│⁸₈ ↄ↓≤≢⅔ ⅜ ╠╣╢⁹⅔ ╩ ∫≡

⇔≢╙ ⅜ ⅛⌐∆╢⁹ ╩∆╢↓≤≢ ─ ≤⇔≡ ⇔≡™╢⁹₉

⅜ ⅝ ה╢↑ ╩ ⅛⌐∆╢↓≤╩ ≤⇔≡ ⇔≢╙ ╩ →╠

╣╢╟℮⌐⁸ ⌐ ⇔≡™╢ ⌐ ⇔ ╩ →≡╙╠ⅎ╢╟℮

⌐ ⅝ ⅝ ╩⇔≡™⅝╕∆⁹╕√⁸ ₁─ ⌐ ∂√ ╩ ⅜

↑⁸ ⇔≢╙ ╩ ⇔≡ ⅜ ≢⅝╢╟℮⌐⁸ ה ⇔╩ ∫≡™

⅝╕∆⁹↕╩╡⌐≈™≡│ √⌂ ⌐ ╡ ╖⁸ ⌐≈™≡│ ⌐

Ᵽ◙הכ ╡ ⌐ ≢⅝╢╟℮⌐⇔╕∆⁹ ⇔≡ ☿fi

⌐כ♃ ╩ ╘≡ ─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

  ⅜ ⅜╢⌐≈╣ ─ ╛ ⅜ ⇔ↄ⌂∫≡⅝≡™╢ ⅜№╡╕ 

∆⁹ ה ╩ ∆╢ ≤⇔≡ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⇔⁸ ╩  

⇔≡ ⱪꜝ◓ꜝⱶ ╩ ⅛∆ ╩ ╡ ╣≡™⅝╕∆⁹ 

 

  ⌐≈™≡│⁸ ↄ ⅔ ⅜ ┘≈ↄ↓≤╩ ⇔≡╙╠℮↓≤╩

≤⇔√ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⅝ ⅝ ™╕∆⁹╕√⁸ ⌐≈™≡│ ╛↔

─ ╩ ⇔√ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ╩ ╘≡™⅝╕∆⁹↕╠⌐ ⇔≢╙

╩ ╘╢√╘ ╩ ⇔≡ ∆╢ ╩ ╛⇔≡™⅝╕∆⁹ 

  ⅛╠ ⅜ ⁸∕─ ⁸ ⅜ ⇔≡ ⇔╘╢ ☻Ɑכ☻⅜  

≢⅝⌂™ ≢№╢⁹ ⌐ ╩ ™ ⅜ ⇔╛∆™☻Ɑכ☻  

⌐ ╘╕∆⁹ 

 

 

 

ⱱכⱶ☼ ( )  

 

ₒ ₓ 

─ ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ─ ┘  

╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ∫√ ⌂ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢⁹ 
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ₒ ₓ 

 ⅜ ╩ ⇔⁸ ⌐⅔™≡ ⇔≡ ⇔√ │ ╩

╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─ ┘ ─ ┘⌐∕─ ⅛╣≡™

╢ ⌐ ∂≡ ⌐⅔™≡⁸ ⁸ ∑≈╕√│ ─ ⁸

∕─ ─ ─ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ≤─ ┘ ⅝╩ ⇔⁸ ─ ∆╢ ⁸ ─ ⱦכ◘

☻ ∕─ ☻ⱦכ◘ │ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢ ≤─ ⌂

⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⅜ ≢ ⅛⌂ ╩ ╢↓≤⅜≢⅝╢╟℮⌐⁸ⱱכⱶ─ ≤  

⅔╟┘Ᵽ♇◒▪♇ⱪ ⅜ ⌐ ⇔⁸ ₁⌂ ╩ ℮⁹  

╩ ⌐∆ⅎ√ ╩ ∆╢ ≢⁸≤╡╦↑ ─ ⁸  

╛ ╡ ⌂≥─ ◦☻♥ⱶ─ ╩ ∆⁹ ∑≡ ⅔╟┘  

─ ╩ ╢⁹ 

 

ₒ ₓ  

    

└∞╕╡ 2  
( ╕≢)  

( )  

⅛╖⅝√ⱱכⱶ 1     

⇔╞℮∂ⱱכⱶ 

√╢  

2  

 
  

↕≤ⱱכⱶ 5    

 

ₒ ₓ ☻ⱦכ◘     

 

ₒ ₓ ⁸  

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

⌐ ∆╢  

─ ┘ ה ה≈∑ ─  

ה ─  

─ ⁸♩כⱠ▫♦כ◖   

─  

≤─ ה  

─ ⌐ ⌂  

 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 

└∞╕╡ 

( ╕≢)  

            

      

( ה )  

⅔ ( )   

  

  

  

1      
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™ ⅎ     

└∞╕╡ 

( )  

            

      

  

⅔ ( )   

 

™ ⅎ  

  

  

  

1      

   

   

⅛╖⅝√ⱱכⱶ 

     

            

 

  

 

         

         

        

™ ⅎ  

  

  

  

  

  

   

  

   

   

⇔╞℮∂ⱱכⱶ 

       

 

 

 

        

                

         

™ ⅎ  

  

  

  

  

  

      

   

   

↕≤ⱱכⱶ 

                 

        

              

         

™ ⅎ  

  

  

  

   

   

ₒ ⌐ √∫≡─ ₓ 

─ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ⌐≈™≡ ╠⅜∕─ ╩ ℮↓≤⁹ 

│⅔ ™─ ╩ ⇔⁸ ─ ─ⱪꜝ▬Ᵽ◦כ╩ ↕⌠╟℮ ╘

╢↓≤⁹ 

ה ⌂ ⌐ꜟכꜟ─≢ ⇔⁸ ┼─ ⅜⌂™╟℮⌐

╘╢↓≤⁹ 

 

 

ₒ ₓ 

─ ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⁸ ┘

─ ─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫√ ⌂

╩ ∆╢⁹ 
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ₒ ₓ 

 │⁸ ⅜ ⌐⅔™≡ ⇔√ │ ╩ ╗↓≤⅜≢⅝

╢╟℮⁸ ─ ∕─ ─ ┘∕─ ⅛╣≡™╢ ⌐ ∂≡⁸ ⁸

∑≈ ┘ ─ ⁸ ⁸ ┘ ─ ┘⌐ ⌐ ∆╢

┘ ∕─ ─ ⌐╦√╢ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐ √∫≡│⁸ ─ ⌂ ⌐ ⌂ ─ ⅜≢⅝

╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐ √∫≡│⁸ ≤─ ┘ ⅝╩ ⇔⁸ ─ ∆╢

⁸ ─ ☻ⱦכ◘ ∕─ ☻ⱦכ◘ │ ╩☻ⱦכ◘

∆╢ ≤─ ⌂ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ─╒⅛⁸ ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─

⁸ ≤™℮ ┘₈ ⌐ ≠ↄ ⱦכ◘

☻─ ─ ⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ₉⌐ ╘╢ ─╒⅛

╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ  

        FAX - -   

 

ₒ ₓ ☻ⱦכ◘       

 

ₒ ₓ  ה  

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

─  

⌐ ∆╢  

ᵑ ─  

ᵒ ∑≈─  

ᵓ ─  

ᵔ ─  

ᵕ ─ ⁸  

ᵖ ─ ─ ⅜ ╠ ╩ ⇔≡ ∆╢ ─ ╩

ↄ⁹  

ᵗ∕─ ⌂ ─  

⌐ ∆╢  

ᵑ  

ᵒ ─ ⁸  

ᵓ ─ ⁸  

ᵔ ─ ™  

ᵕ ≤─  

ᵖ∕─ ⌂  
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ₒ ₓ 

─ ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⁸ ┘

─ ─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫√ ⌂

╩ ∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

 ─ │⁸ ⅜ ⇔√ │ ╩ ╗↓≤⅜≢⅝╢

╟℮⁸∕─ ─ ∕─ ─ ┘∕─ ⅛╣≡™╢ ⌐ ∂≡⁸ ⌐

⅔↑╢ ─ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐ √∫≡│⁸ ⌐ ℮↓≤╩ ≤⇔⁸ │∕─

⌐ ─☻ⱦכ◘⁸⇔ ⌐≈™≡ ⇔╛∆™╟℮⌐ ╩ ℮⁹ 

 ─ ⌐ √∫≡│⁸ ─ ⌐ ⇔⁸ ⌂ ╩╙∫≡

─☻ⱦכ◘ ╩ ℮⁹ 

 ─ │⁸ ─ ┘ ╩ ⇔⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫≡

─☻ⱦכ◘ ╩ ℮⁹ 

 ─ ⌐ √∫≡│⁸ ╛ ≤─ ┘≈⅝╩ ⇔⁸ ⁸ ─

☻ⱦכ◘ ⁸ ─ ה ה ─≥☻ⱦכ◘ ⌂ ⌐ ╘╢⁹ 

 ⌐ ─ ─ ⁸∕─ ⅛╣≡™╢ ─ ⌂ ⌐ ╘⁸

│∕─ ⌐ ⇔⁸ ⌂ ┘ ╩ ℮⁹ 

  ─╒⅛⁸ ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─

⁸ ≤™℮ ┘ ⌐ ∆╢ ─
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あまみ 

 

支援センターあまみ 

 

＜概要＞ 

支援センターあまみでは日中活動の事業「支援センターあまみ・ピカ☆イチ」が開設５年

を経過し、５年間で就職者を１９名（就労移行より１７名、就労継続Ｂ型より２名）排出した。 

今年度においても就労を目指してもらう支援を継続していく。また、今後増加していくであ

ろう就職者の定着支援についても積極的に取り組んでいく。就職者支援を積極的に行う事

で、退所後の不安を軽減し、本人やその家族に安心して利用してもらえるよう取り組んでい

く。 

また、就労支援および定着支援を積極的に取り組んできた成果を周知することにより、

利用者に選んでもらえる事業所づくりをしていきたいと考える。 

  一方、グループホームや単身で地域で生活する人たちについては引き続き、その「豊か

な生活」にこだわり続け支援を行っていく。地域の資源を有効に活用し、本人たちが望む生

活の実現だけでなく、今まで体験してこなかった事にも触れてもらえるような支援を組み立

てていく。 

さらに相談支援事業においては、松原市障害者等相談支援事業を通年受託し、今まで

以上に一人一人の人生を見つめ寄り添える相談を組み立てる。本人中心の視点を逸らす

ことなく、それらを関係機関とともに考えていける手法の実践と地域づくりを目標として活動

していく。また、松原市自立支援協議会の運営に関しても他の相談支援センターと共に携

わっており、松原市の障がい福祉施策に対して積極的に提言していく。 

センター全体としては昨年、Ｈ２８年４月に障害者差別解消法の施行を受け、各事業の

垣根を越え虐待防止委員会の設置を行い、虐待の可能性を芽のうちに摘む体制を整え、

今年度はそれを実践的に支援にフィードバックしていく。 

さらに、第三者評価を今年度中に実施し、センターとしてセルフチェックの体制を強化し

ていきたいと考える。 

また、キャリアパス研修の積極的な取り組みを促すとともに、新任研修や伝達研修の機

会を作り人材の確保や育成に力を入れていく。 

また、これまで以上に働くことと暮らすことを一体的に支援する体制を整備し、利用者と

ともに「あきらめない支援」を展開して行きたい。 
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＜事業一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本姿勢 ～支援三訓～＞ 

 支援センターあまみ職員は法人理念に基づき、以下の三訓を日々の支援の糧として活

動して行きます。 

 

 

 

 

 

＜支援方針＞ 

① 与えられる生活ではなく、自分自身で選択、決定できるよう、エンパワメントへの視

点を心がける。 

② 就労・生活に関する多様な二―ズに対応できるよう、地域の関係機関と連携を密

にし、マネジメントを行う。 

③ 「生かされる」ではなく「自ら生きる」事を実現するために本人の声に耳を傾け、本

人をとりまく周りの環境へも必要なアクセスを行い、アドボカシー支援を心がける。 

④ 同世代の人たちと同様の生活様式（働くこと、暮らすこと）を本人と共にあきらめず

求めて行く。 

 

＜事業概要＞ 

【就労支援部】 

１．就労移行支援事業 

たとえ離職をしても、たとえ年齢を重ねても、たとえ就職は難しいと言われても、「会社で

働きつづけたい」と願う本人の思いに応える支援を展開する。 

個別支援計画を中心に据え、利用期間中に就職への道筋がイメージできるよう、利用者

一人ひとりに応じた支援プログラムを構築し、本人中心にこだわった支援を実践する。 

事業所の枠にとらわれず、活動場所を社会に求め、現実感のある就業体験を支援の柱

とする。 

就労支援  就労移行支援事業 

就労継続支援 B 型事業 

         大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合(エル・チャレ

ンジに係る清掃事業) 

第１号職場適応援助者 

生活支援  共同生活援助(グループホーム)の運営 

        日中一時支援事業 

相談支援  特定相談支援事業（計画相談） 

         一般相談支援事業（地域移行、地域定着） 

         松原市障害者等相談支援事業(松原市委託) 

ǬǔșẎўǲ  ǚǧȖȒỡһșȉǪǭ  ǲὫȑ Ǎ 
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２．就労継続支援Ｂ型事業 

就職をしたが断念し、次のチャレンジに向かうには少し時間が必要な人。就職を望んで

いるが、様々な体験や積み重ねが必要で、就職までには少し時間を要する人。このような

人たちの就職への足がかりとなるような支援を行う。 

また、高齢となり、体力面などの理由により、企業で働くことを断念せざるを得ない人た

ちが、様々な活動を通して社会参加を実現し、誇りをもって働くことができるよう支援を行

う。 

 

３．大阪知的障害者雇用促進建物サービス事業協同組合（エル・チャレンジ）の事業 

日常清掃訓練においては、訓練生の就職に向けて意欲・技能の向上を目指す。そのた

めに定期的に現場を訪問し、訓練生及びサポーターに対しての支援を実施する。今年度

は新たな訓練現場を確保し、事業の充実を図る。 

短期清掃訓練においては、可能な限り訓練現場周辺地域の各支部に参加していただく

とともに、就労意欲への足がかりとなるよう努める。 

 

４．訪問型職場適応型援助者（ジョブコーチ） 

利用者が一般就労する場合に不可欠なサポートとして、ジョブコーチがある。センター内に

１名のジョブコーチを配置し、就職を希望した人たちへ、専門性を持ってタイムリーかつ円滑

な支援を実施する。また、育成会内他事業所に配置されているジョブコーチとも連携し、さら

に機動性と厚みを持って支援にあたる。 

 

【地域支援部】 

１． 日中一時支援事業 

市町村地域生活支援事業の委託を受け、ピカ☆イチにおいて日中活動の提供を行う。(松

原市、高石市、大阪市、藤井寺市、千早赤阪村) 

 

２．グループホームバックアップ 

 １２箇所のグループホーム利用者に対して、自分自身で選択、決定し、豊かな生活を実

現する為の支援を実施すると共に、世話人定例会（１回／月）と研修及び世話人との個別

のヒアリング（１回／年）を実施する。利用者の視点に立った暮らしを見つめ直し、サービス

管理責任者、バックアップ職員・世話人・生活支援員が協働して支援目標を立て、合理的

配慮を意識して支援を行っていく。また、今年度中に新規グループホームを建設予定であ

り、そのグループホームを拠点に防災に取り組んで行き、グループホーム利用者の安全に

寄与していく。加えて、近年、グループホーム利用者の高齢化が進んでおり、医療的なケア

の必要性が高まっており、今年度より訪問看護等の利用を検討していく。 

   

３．指定相談支援事業 

   大阪府下に住まう障害者のうち、障害福祉サービスを利用するにあたり、自らそのプラ

ンを作成できない人について、サービス利用へのコーディネートと、実際のサービス利用に

ついてサービス利用計画を中心に据えモニタリングを行いその支援に努める。また、入所

施設から地域移行をする障害者の相談を受け、地域定着につながる支援を行う。併せて



28 

 

障害児の相談についても受け付ける。 

  また、松原市より「松原市障害者等相談支援事業」を受託しており、サービス利用契約の

作成対象にならない人に対しても相談を行う。それに付随して障害支援区分の認定調査も

実施する。 

４．指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業 

  自ら希望する地域生活を営むために障害福祉サービスの利用を必要とする方、障害児が 

おられるご家族からの福祉サービス利用に関する相談において福祉サービスの情報提供

及び、サービスのコーディネートを提案し、サービス等利用計画の作成を行う。 

また、実際のサービス利用については、サービス等利用計画を中心に、サービス利用者の 

希望に沿った各種サービスが円滑に実施されているかモニタリングを通じて振り返り、必要

に応じ、適宜サービス提供事業所間の調整を行い、円滑な支援ネットワークの構築と維持

に努める。 

５．指定一般相談支援事業 

障害者支援施設等に入所している障害者又は、精神科病院に入院している精神障害者、

保護施設、矯正施設等を退所する障害者の地域生活への移行に関して当事者や支援機

関からの相談を受け、地域での安定した生活が営めるよう支援を行う。 

また、居宅で生活する障害を有する方で、緊急的な支援を受けることが困難な状況にある

際、安定した地域生活の継続が実現できるように相談等の支援を行う。 

 

６.夕食提供サービス 

地域単身生活者等を対象に「夕食提供サービス」を実施し、楽しく安らげる場となるような

環境と雰囲気を作り栄養のバランス良い食事をとってもらいつつ、地域生活の孤立感や不

安の解消に努めるようにする。 

 

７．サロンの提供 

   第１週日曜日午後、グループホーム入居者や地域生活者が気軽に立ち寄れる場として、

サロンを実施する。今後就労移行支援事業利用者などで、就職をしたＯＢなどが集える場

としても機能していく。 

 

８．松原市委託相談支援事業 

  地域の方からの様々な相談に応じ、必要と思われる社会資源や制度に関する情報の提

供及び、専門機関の紹介など助言を行う。障害福祉サービス等の利用希望がある場合は、

必要に応じて、関係機関と連絡調整を始めとする支援体制の構築を行う。 

また、障害を理由とした権利侵害や差別等については、当事者の権利擁護のために必要

な支援を行う。 

その他、障害支援区分の認定調査も松原市の依頼により実施する。 

 

【その他活動】 

１．ドリーム会 

育成会支部連絡会、役員会・家族会、研修会、育成会各種大会参加及び定期的な会合

の支援、世話人との意見交換会の実施に協力する。 

月１回の会報・支部代表者連絡会の報告を会員に送付する。 
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２．地域との交流・啓発 

「松原市相談支援センター連絡会」「グループホーム・ケアホーム連絡会」「松原市自立

支援協議会」「就労支援フェスタ事業所会議」などに参画し支援センターあまみの取り組み

を啓発し且つ、関係機関との連携を密にしていく。 

 

 

 

支援センターあまみ・ピカ☆イチ(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型) 

 

～事業目的～ 

指定就労移行支援及び指定就労継続支援Ｂ型の円滑な運営管理を図るとともに、利用

者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労移行支援

及び指定就労継続支援Ｂ型の提供を確保することを目的とする。 

 

～運営方針～ 

１ 指定就労移行支援については、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む力

を身につけることを目的に、原則２年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を提

供する。就労に必要な知識及び能力の向上のために、個別支援計画に基づいた本人

中心のプログラムを効果的に行うものとする。 

２ 指定就労継続支援Ｂ型については、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

む力を身につけることを目的に、就労の機会および、生産活動その他の活動の機会

を提供する。社会参加を実現し、誇りをもって働くために、個別支援計画に基づいた本

人中心のプログラムを効果的に行うものとする。 

３ 指定就労移行支援及び指定就労継続支援Ｂ型については、地域との結び付きを重

視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援

事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する

者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）との密接な連携に努めるものとする。 

４ 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下障害者総合支援法という）及び「大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例」に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施

するものとする。 

 

～所在地～ 

大阪府松原市天美東１丁目５５番１号 

電話 ０７２－３３１－９２００ FAX ０７２－３３８－３４５６ 

 

～職員配置～  

管理者１名  サービス管理責任者１名 

生活支援員２名  職業指導員２名  就労支援員１名 
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～営業日及び時間帯～ 

営業日は、月曜日から土曜日までとする（土曜日については第１・第３の月２回とする）。営

業時間は、午前９時から午後５時４５分までとする。ただし、国民の祝日、１２月２９日から１月

３日までを除く。 

 

～サービス提供日及び提供時間～ 

月曜日から土曜日までとする（土曜日については基本第１・第３の月２回とする）。午前９時

から午後４時３０分。ただし、土曜日についてはプログラムの内容により、時間を設定すること

とする。ただし、１２月２９日から１月３日までを除く。 

 

～利用定員～ 

１ 指定就労移行支援  １２名 

２ 指定就労継続支援Ｂ型 １８名 

 

～対象者～ 

１ 指定就労移行支援  知的障害者（１８歳未満の者を除く） 

２ 指定就労継続支援Ｂ型 知的障害者（１８歳未満の者を除く） 

 

～サービス提供方法及び内容～ 

１ 指定就労移行支援 

（ア）就労移行支援計画の作成 

（イ）食事の提供 

（ウ）就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練 

（エ）生活の幅を広げる(社会人としての力をつける)ために必要な訓練 

（オ）身体等の介助 

（カ）生産活動(軽作業、清掃作業) 

（キ）施設外支援・施設外就労 

（ク）実習先企業等の紹介 

（ケ）求職活動支援 

（コ）職場定着支援 

（サ）生活相談 

（シ）健康管理 

（ス）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

（イ）から（シ）に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。 

２ 指定就労継続支援Ｂ型 

（ア）就労継続支援Ｂ型計画の作成 

（イ）食事の提供 

（ウ）就労に必要な知識、能力を向上するために必要な訓練 

（エ）生活の幅を広げる(社会人としての力をつける)ために必要な訓練） 

（オ）身体等の介助 

（カ）生産活動(軽作業、清掃作業) 

（キ）施設外支援・施設外就労 
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（ク）実習先企業等の紹介 

（ケ）求職活動支援 

（コ）職場定着支援 

（サ）生活相談 

（シ）健康管理 

（ス）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

（イ）から（シ）に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。 

 

～利用者から受領する費用の額等～ 

    昼食代  １食につき３７０円（税込） 

    日用品費の実費 

 

～日課～   ※月曜日から金曜日（但し毎月第２水曜日は午前日課） 

時間 日課 備考 

８：４５ 

９：００ 

 

９：３０ 

１０：３０ 

１０：４０ 

１２：００ 

１３：００ 

１４：１５ 

１４：３０ 

１５：４０ 

１６：００ 

 

１６：１５ 

登所 

ラジオ体操 

全体朝礼 

午前プログラム① 

休憩 

午前プログラム② 

昼食・休憩 

午後プログラム① 

休憩 

午後プログラム② 

終礼 

各室清掃（担当のみ） 

更衣 

降所（帰宅） 

登所後、作業服に着替えタイムカードに打刻 

前面駐車場にて（雨天は屋内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

～年間行事予定～ 

４月   お花見                      １０月  スポーツフェスタ大阪 

５月   松原市ふれあい運動会            １２月  利用者忘年会      

６月   つなgoodボウリング大会            １月  もちつき大会 

８月   大阪大会（大東市） 

 ＊利用者企画旅行の実施（秋ごろ） 

 ＊毎月第１・第３土曜日は余暇プログラム 

  

午前日課の場合 

9:00 全体朝礼 

9:30 午前プログラム① 

10:30 休憩 

10:40 午前プログラム② 

11:40 清掃 

    終礼 

12:00 昼食 

13:00 降所（帰宅） 
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ホームズあまみ(共同生活援助) 

 

～事業目的～ 

大阪府指定の共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格

を尊重し、利用者の立場に立った適切なサービスを、合理的配慮を意識し提供する。 

 

～運営方針～ 

１ 利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう支援を行う。また、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて共同生活住居において、入浴、排せつまたは食事等の介

護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービ

ス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に

努めるものとする。 

 

～所在地～ 

名 称     所  在  地           入所定員 

ホームズあまみ(1) 

ホームズあまみ(2) 

松原市上田８ 

松原市上田８ 
５名 

松原第１ホーム(1) 

松原第１ホーム(2) 

松原市岡２ 

松原市岡２ 
４名 

松原第２ホーム(1) 

松原第２ホーム(2) 

松原市天美西１ 

松原市天美西１ 
５名 

松原第３ホーム(1) 

松原第３ホーム(2) 

松原市田井城１ 

松原市田井城１ 
４名 

松原第４ホーム 松原市三宅西２ ４名 

松原第５ホーム(1) 

松原第５ホーム(2) 

松原市上田８ 

松原市上田８ 
４名 

松原第６ホーム(1) 

松原第６ホーム(2) 

松原市三宅西２ 

松原市三宅西２ 
４名 

松原第７ホーム(1) 

松原第７ホーム(2) 

松原市三宅中５ 

松原市三宅中５ 
４名 

サテライト７ 松原市天美東１ １名 

松原第８ホーム 松原市天美南５ ４名 

松原第９ホーム 松原市一津屋３ ４名 

碓井ホーム 松原市一津屋３ ５名 

 

～職員配置～ 

 管理者１名（兼務）サービス管理責任者２名 

世話人１８名  生活支援員１０名 
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～対象者～   知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者 

 

～サービスの提供方法及び内容～ 

（１）利用者に対する相談 

（２）食事の提供及び入浴・排せつ・食事等の介護 

（３）健康管理・金銭管理の援助 

（４）余暇活動の支援  

（５）緊急時の対応 

（６）職場等との連絡・調整 

（７）財産管理等の日常生活に必要な援助 

 

～利用者から受領する費用の額等～ 

※府営住宅家賃は変動あり 次年度初旬に生活費・光熱費とともに清算いたします。 

ホームズあまみ （１）家賃  居室Ａ 月額  １１，５００円 

    居室Ｂ 月額  １１，０００円 

     居室Ｅ 月額   １１，１００円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費 月額  ２２，０００円 

  （３）光熱水費 
 

月額  １５，０００円 

  （４）修理・買い替え費   月額   ２，０００円 

ホームズあまみ（２） （１）家賃 居室Ｃ 月額 １２，１００円 

      居室Ｄ 月額 ９，５００円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費 月額  ２２，０００円 

  （３）光熱水費 
 

月額  １５，０００円 

  （４）修理・買い替え費   月額   ２，０００円 

松原第１ホーム（１） （１）家賃                  居室Ａ         月額  １１，７５０円 

                  居室Ｂ 月額  １３，９５０円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額  ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額  １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額   ２，０００円 

松原第１ホーム（２） （１）家賃                   居室Ｃ           月額  １２，２５０円 

                     居室Ｄ 月額  １１，７５０円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額  ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額  １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額   ２，０００円 

松原第２ホーム（１） （１）家賃 居室Ａ 月額    １０，１８０円 

    居室Ｂ  月額    ９，５８０円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額  ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額  １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額   ２，０００円 

松原第２ホーム（２） （１）家賃  居室Ｃ 月額 ７，４８０円 



34 

 

                     居室Ｄ 月額 ７，４８０円 

                     居室Ｅ 月額    １０，１８０円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第３ホーム（１） （１）家賃                    居室Ａ  月額 ４３，０００円 

                     居室Ｂ  月額 ５２，０００円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 ２，５００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第３ホーム（２） （１）家賃                     居室Ｃ 月額 ４６，０００円 

                      居室Ｄ 月額 ５９，０００円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費      月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 ２，５００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第４ホーム （１）家賃                   居室Ａ 月額 １５，８００円 

                      居室Ｂ 月額 １６，３００円 

                      居室Ｃ 月額 １９，６００円 

                     居室Ｄ 月額 ２８，３００円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                   月額 １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費              月額 ２，０００円 

松原第５ホーム（１） （１）家賃                 居室Ａ 月額 １３，８５０円 

                 居室Ｂ  月額 １４，２５０円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １５，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額  ２，０００円 

松原第５ホーム（２） （１）家賃            居室Ｃ    月額 １２，３５０円 

    居室Ｄ    月額 １４，９５０円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費    月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １５，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第６ホーム（１） （１）家賃                           居室Ａ 月額 ４３，５００円 

                      居室Ｂ 月額 ２８，５００円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額  ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第６ホーム（２） （１）家賃                           居室Ｃ 月額 ４７，５００円 

                       居室Ｄ 月額 ３６，５００円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １０，０００円 
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～入居に当たっての留意事項～ 

（１）個人の所有する物品については、破損等について自らがその責任を負うこと。 

（２）利用者はお互いの生活を尊重し、他の利用者のプライバシーを侵さぬよう努めること。 

（３）社会的・常識的な範疇でのルールに配慮し、他者への迷惑行為がないように努めるこ

と。 

 

支援センターあまみ 

（指定一般相談支援事業・指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業 

・松原市障害者等相談支援事業） 

～事業目的～ 

大阪府指定の一般相談支援事業および、市町村指定の特定相談支援事業・障害児相談

支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害者、障害児及び障害児の家族（以下「利用

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第７ホーム（１） （１）家賃          居室Ａ         月額 ３０，６５０円 

    居室Ｂ          月額 ４７，４５０円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第７ホーム（２） （１）家賃         居室Ｃ・Ｄ           月額 ４７，４５０円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第８ホーム （１）家賃                     居室Ａ 月額 ２５，３００円 

                      居室Ｂ 月額 １９，７００円 

    居室Ｃ                    月額 ２６，３００円 

    居室Ｄ                           月額 ３３，７００円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費    月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

松原第９ホーム （１）家賃          居室Ａ・Ｃ・Ｄ       月額 １０，１２５円 

                   居室Ｂ・Ｅ 月額 ８，６２５円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費    月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                      月額 １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費                 月額 ２，０００円 

碓井ホーム （１）家賃                    居室Ａ       月額 ８，０９２円 

                  居室Ｂ・Ｄ        月額 １３，２３２円 

    居室Ｃ・Ｅ 月額 １９，３７２円 

  （２）食材量費（朝食・夕食）・消耗費     月額 ２２，０００円 

  （３）光熱水費                     月額 １０，０００円 

  （４）修理・買い替え費               月額 ２，０００円 
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者等」という。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った適切な相談

支援を提供する。 

また、松原市より委託された相談支援事業において、潜在している地域内のニーズに対

応し、利用者等に寄り沿った相談支援を展開していく。 

 

～運営方針～ 

１ 利用者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、利用者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者

等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「福

祉サービス等」という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配

慮して行うものとする。 

２ 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、利用者等に提供さ

れる福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当

に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。 

３ 事業の実施に当たっては、自らその提供する指定計画相談支援及び指定障害児相談

支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

４ 事業の実施に当たっては、前３項の他、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（障害者総合支援法）に基づく指定計画支援の事業の人員及び運

営に関する基準」及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談の事業の人員及び運営に

関する基準」に定める内容を遵守する。 

５ 支援業務に従事する相談支援専門員、相談員は、利用者等、地域における多様なニー

ズに対応できるように常に意識し、専門性を高めることに努める。また、新たな人材の確

保、後進育成にも傾注し、安定した支援が行えるよう体制整備を行う。 

 

～所在地～ 

 大阪府松原市天美東１丁目５５番１号 

 電話０７２－３３１－９２００ FAX０７２－３３８－３４５６ 

 

～職員配置～    管理者 １名(兼務)  相談支援専門員 １名  相談員 ２名 

 

～実施地域～   通常の事業の実施地域は大阪府内全域とする。 

 

～営業日及び時間等～ 

事務所の営業日・時間 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時４５分まで。 

ただし、国民の祝日および１２月２９日～１月３日を除く 

 

～サービス提供日・時間～ 

 利用者等の必要に応じて緊急時には電話等により連絡が可能な体制をとるもの 

とする。 

 

～対象者～   大阪府域の知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害者、難病 

 



37 

 

～サービスの提供方法及び内容～ 

１ 指定特定相談支援 

地域の利用者等からの日常生活全般に関する相談に応じ、福祉サービス等の利 

用における計画作成業務（サービス利用支援）、サービス提供状況の確認、調整業務

（継続サービス利用支援）を行う。 

（1）アセスメント（支援する上で解決すべき課題等の把握）を実施すること。 

（2）サービス等利用計画書を作成すること。 

（3）サービス等利用計画書を利用者等に交付すること。 

（4）モニタリング（サービス等利用計画の実施状況の把握）を実施すること。 

（5）必要に応じたサービス調整会議を関係機関と連携して実施すること。 

（6）その他、利用者等の状況、環境の変化に応じた必要な相談及び援助。 

２ 指定一般相談支援 

 （地域移行支援） 

  入所施設・精神科病院等から地域での生活への移行について、計画相談支援事 

業所など関係機関と連携して支援体制を構築し、地域移行支援計画等を作成、地域 

移行に必要な情報提供、関係調整業務を行う。 

（1） 地域移行支援計画の作成と支援体制の構築 

（2） 利用者等、関係機関との関係調整 

（3） 体験利用、体験宿泊などの実施 

（4） 住居の確保や障害福祉サービス、制度利用に必要な支援 

（地域定着支援） 

利用者が安心して地域生活を継続していくことができるよう、次の業務を行う。 

（1） 常時の連絡体制の確保等 

（2） 緊急の事態への対処等 

３  指定障害児相談支援 

 児童及びその家族からの相談を受け、障害児支援事業所と連携し、１と同様の計

画相談業務を行う。 

４ 松原市障害者等相談支援事業 

松原市における地域の相談に対応し、社会資源や制度に関する情報提供や福祉 

サービスの利用に関する援助などを行う。 

（1） 社会資源を活用するための支援 

（2） 社会生活力を高めるための支援 

（3） 差別解消、権利擁護のために必要な援助 

（4） 専門機関の紹介 

（5） 地域における支援体制強化 

（6） ケア計画作成、ケア会議の開催 

（7） 地域の社会資源の開発及び改善と必要な啓発活動 

（8） 地域住民や支援機関に対する技術指導及び助言 
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い～な 

 

支援センターい～な 

 

はじめに 

 ̧ 私たちは、利用者の立場に立ち利用者の尊厳を守るという支援の基本に絶えず初心

に立ち返ります。 

 ̧ 私たちは、常に利用者や家族から学ぶという姿勢を持ち続けます。また、家族や家族

会との連携を密にして、情報公開に努めます。 

 ̧ 私たちは、本人、家族、関係者が集う育成会が、行う事業であることを自覚し、運動の

原点とも言える権利擁護に対する理解と認識を深くもち、サービスの提供に努めます。 

 ̧ 私たちは、個別支援計画に基づき、きめ細かな支援を提供するよう努めます。 

 ̧ 私たちは、利用者が自立し、ゆとりと潤いのある安全な生活ができるよう支援します。 

 ̧ 私たちは、平成20年11月に起こした支援中の死亡事故を教訓とし、常に研究と研修に

努め、再びこのような不幸な事故を起こさないよう不断の努力を重ねます。 

 

支援センターい～なの事業内容 

○ 支援センターい～な・箕面育成園 

施設入所支援事業（平成23年 3 月 1 日知的障害者入所更生施設から事業移行） 

生活介護事業（平成23年 3 月 1 日知的障害者入所更生施設から事業移行） 

短期入所事業（一時的な生活支援） 

日中一時支援事業（日帰りの生活支援） 

○ ホームズい～な 

共同生活援助事業（グループホームの運営） 

○ 支援センターい～な・グーテン 

就労移行支援事業（平成22年 10月 1 日 大阪府事業指定） 

生活介護事業（自立した日常生活や社会生活の支援） 

○ 支援センターい～な・グーテン ヘルパーステーションかやの 

○ 相談支援事業（特定相談支援事業・障害児相談支援事業・一般相談支援事業） 

○ 居宅介護支援事業 

 

【平成２９年度の重点事項】 

1. 箕面育成園は平成 27 年度の「箕面育成園の現状を踏まえた今後のあり方研究会」の

報告に基づき、入所施設からグループホームへの事業転換をします。そこで、平成30

年 4 月からの事業開始に向けて平成29 年度半ばより改修工事に入ります。改修工事

期間中においては、一層の利用者の安全・安心に努めます。 

2. 「ホームズい～な」と「ホームズみのお（仮称）」のＧＨを総合的に見直し、利用者のニー

ズに応じた適切な生活の場を提供します。 

3. 「ホームズい～な」と「ホームズみのお（仮称）」のGHにおいては、消防設備の整備をす

すめます。 

4. 箕面育成園の事業変更に伴って、利用者の意思を確認しながら家族と連携して利用者
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の地域移行をすすめます。 

5. 高齢の知的障がいのある利用者に、障害サービスと介護保険サービスを適切に活用

できるように平成29年度より相談支援事業に居宅介護支援事業を追加します。 

6. ヘルパーステーションかやにおいては、移動支援従事者研修を行うとともに移動支援

の登録ヘルパーの確保に努めます。 

7. 就労移行支援事業は、利用者の修了をもって閉じ、い〜なグーテンで培った支援のノ

ウハウを法人事業部就労支援室に引き継ぎます。 

8. 平成 30年度からの箕面育成園の生活介護事業とグーテンの生活介護の区別化を図り、

利用者のニーズに応じた支援を行います。 

 

 

支援センターい～な・箕面育成園 

（施設入所支援・生活介護事業・短期入所・日中一時支援） 

 

１ 事業の目的 

指定障害者支援施設として適正な運営を確保するとともに、当該事業の円滑な運営を

図り、利用者及び利用者の家族（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重し、利用

者等の立場に立った適切な施設障害福祉サービスの提供を目的とします。 

 

２ 運営の方針 

1. 利用者の意向、趣向、障害の特性その他の事情を踏まえた個別支援計画を作成し、これ

に基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供します。 

2. 提供した施設障害福祉サービスについて継続的な評価を実施することにより、利用者に

対して適切かつ効果的なサービスを提供します。 

3. 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った施設障害福祉サービス

の提供に努めます。 

4. 施設障害福祉サービスにあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族に対し、

支援上必要な事項については、理解しやすいように説明を行います。 

5. 提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い常にその改善を図ります。 

6. 運営にあたっては、地域住民またはその自発的な活動等の連携及び協力を行う等、地域

との交流に努めます。 

7. 施設障害福祉サービスの提供にあたっては、地域及び家族との結びつきを重視し、市町

村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、その他福祉サービス又

は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

8. 障害者総合支援法及び同法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関

する基準に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、指定障害者支援施設におけ

る施設障害福祉サービスの提供を行います。 

9. 利用者の安全を第一とし、転倒や咽喉づめの防止など事故防止にいっそう努めます。 

10. 施設の管理・保守を徹底し、必要なところより改修・整備を行います。 

 

３ 施設の所在地  所在地 大阪府箕面市稲 6 丁目 15番 26号 

      電  話 072- 727- 3458  ファクス 072- 727- 6933 
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４ 職員数 

管理者 1 名  サービス管理者1 名  配置医師 2 名 看護職員 2 名   

生活支援員 27 名  管理栄養士 1 名   事務職員 1 名    

   

５ 利用者定員と主たる対象者 

施設入所支援 40名 知的障害者（18歳未満の者を除く） 

生活介護 35名 知的障害者（18歳未満の者を除く）  

対象者（施設入所支援・生活介護ともに）  知的障害者（18歳以上） 

 

６ 事業所の営業日等 

  ① 生活介護 

(ア) 営業日 月曜日から日曜日 

(イ) 営業時間  午前 9 時から午後5 時 45分  

  ※施設入所支援利用者は、祝日含む月曜日から金曜日（基本） 

(ウ) サービス提供日 月曜日から日曜日 

(エ) サービス提供時間 午前 10時から午後4 時 

    ② 施設入所支援 

(ア) 営業日  月曜日から日曜日 

(イ) 営業時間  24時間 

(ウ) サービス提供日 月曜日から日曜日 

(エ) サービス提供時間 24時間 

 

７ 施設のサービス内容 

施設障害福祉サービス計画の作成 

施設入所支援 

(ア) 食事の提供 

(イ) 入浴又は清拭（特殊浴槽の利用を含む） 

(ウ) 排泄の自立についての必要な援助 

(エ) 身体等の介護 

(オ) 生活相談 

(カ) 健康管理 

(キ) 離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な介護、訓練、支援、相談助言 

生活介護 

(ア) 食事の提供 

(イ) 入浴又は清拭（特殊浴槽の利用を含む） 

(ウ) 身体等の介護 

(エ) 余暇活動 

(オ) 創作的活動 

(カ) 日常生活能力の維持･向上のための支援 

(キ) 生活相談 

(ク) 健康管理 
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(ケ) 離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な介護、訓練、支援、相談助言 

(コ) 他の事業所との交流 

社会生活上の便宜の供与 

(ア) 利用者のためのレクレーション行事 

(イ) 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、利

用者及び家族の同意をもって行います 

(ウ) 利用者の家族との連携を図ります 

(エ) 利用者と家族との交流等の機会を確保します 

その他 

(ア) 地域移行の推進 

① グループホームの見学及び体験利用を行います。 

② 常時介護の必要な利用者のには、援護市、ご家族、関係機関等と十分に調整し

て、本人の意思確認に基づき、介護施設等への移行をすすめます。 

③ 他の関係機関と協力しながら、サービスの調整を行います。 

(イ) 社会資源の活用の促進 

① ガイドヘルパーを利用した外出支援を推進します。 

② 平成 30 年度からの新しい生活に向けて、日中活動先を利用者と一緒に探しま

す。 

③ ボランティアの協力を得て、多種類の活動ができるよう積極的に支援するととも

に、地域の人たちとの交流、学生による実習等を受入れ、地域に開かれた施設

作りを目指します。 

(ウ) リスクマネジメントを適切に行い、転倒、骨折等の事故防止に努めます。また、

寄せられた苦情処理システムを確実に行い問題等の早期解決を図ります。 

(エ) 計画相談等の利用促進により利用者、家族及び職員が地域生活や今後の生

活のあり方を考える機会を設け個別支援計画に反映します。 

 

８ 支援センターい～な・箕面育成園における一日の日課 

午     前 午     後 

 7:00～ 8:00 起床・身支度 12:15～13:30 昼食 

 8:00～ 9:00 朝食 13:30～16:00 入浴・午後の活動 

 9:00～10:00 朝の連絡 18:00～19:00 夕食 

10:30～12:00 午前の活動 19:00～21:00 余暇･就寝準備・就寝 

 

9 支援センターい～な・箕面育成園における主な年間行事 

季 節 行      事 

春 お花見、共に生きるコンサート 

夏 七夕、夏祭り 

秋 もみじ狩り、あいあいプラザ祭、グループ旅行、い～な祭り 

冬 忘年会、新年会、餅つき大会、節分  

通年 グループ外出 モーニングサービス 
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10 高齢の利用者に対する支援 

 健康管理 

(ア) 毎朝、体温の測定、体重の定期的測定を行い体調の異変を把握します。また、看護

師による朝の健康チェックを行います。また、利用者の心身の健康管理、疾病の急

性憎悪や異常の早期発見に努めます。さらに、配置医師との緊密な連携により必

要な医療受診支援、検査等の支援を行います。 

(イ) 健康体操を取り入れ、利用者の日常生活に必要な諸機能、体力、筋力等の維持に

努めます。嚥下体操を取り入れ、誤嚥の防止に努めます。また、協力歯科医療機関

と連携し訪問口腔ケアを推進します。 

(ウ) 年に２回の定期健康診断と全利用者及び全職員にインフルエンザの予防接種等を

行います。また、短期入所事業利用者へは利用前にインフルエンザ予防接種を受

けるよう協力を求めます。 

(エ) 支援センターい～なに感染症対策委員会を設置し、常日頃より安全衛生管理に配

慮し、インフルエンザやノロウイルスなどの感染予防対策に努めます。 

栄養管理 

(ア) 施設において３６５日提供される食事は、利用者の嗜好調査のもとバラエティ－に

富んだ食事を提供するとともに、利用者一人一人に合った食事内容の提供に努め

ます。 

(イ) ミキサー、刻み、とろみ等、摂取しやすい食事形態により、嚥下困難な利用者に対し

てきめ細かい対応を行います。 

(ウ) 糖尿病、高血圧､高脂血症、肥満などの食事管理についても管理栄養士との連携に

より栄養面からも配慮します。 

(エ) 発熱などの体調不調により食欲が低下して、通常の献立内容では栄養摂取が困難

な方に対しては、高栄養で摂取しやすい回復食を提供します。 

(オ) 調理に関しては2ヶ月に１回給食会議を持ち、利用者の声をメニューに反映するよう

努めます。 

(カ) 季節感を大切にした、イベント食や行事食を提供します。 

(キ) 温冷配膳車を食堂に設置し、適時適温給食の提供を行います。 

利用者負担･･･総合支援法等に定める利用者負担の他、表１、表２、緊急時受診及び

平素の診療定時通院処方等のため医療機関（協力医療機関を除きます）への付き添

い等を除く受診等の便宜供与で利用者個人が負担することが適当な費用（別途定めま

す）を利用者の負担とします。 

（表１）支援センターい～な・箕面育成園に係る利用者から受領する額 

利用者から受領する項目（光熱水費等） 日 額 標準月額 

食事（基本的な朝・昼・夕の食事） 1,470円 
提供実数に基づく

額 

モーニングサービス（月1 回）その他調理実習 材料費実費 

光熱水費  330円 10,000円 

日用生活品の購入(下着等の被服費及び歯ﾌﾞﾗｼ

等の日用品費) 
実 費 
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（表２）支援センターい～な・箕面育成園に係わる利用者から受領する額（その他の費用） 

利用者から受領する項目（その他の費用） 徴 収 額 

金銭管理サービス 月 1,000円 

在園証明書発行手数料 1 通 200円 

失禁シーツリース代 月 1,000円 

義歯洗浄剤 月 300円 

介護用品利用サービス料 月 
使用に供する介護

用品毎に決めた額 

特殊浴槽使用サービス料  1 回 250円 

β その他にかかる経費は実費負担とします。 

 

 

短期入所事業(日中一時支援事業を含む)  

 

【事業の目的】 

指定短期入所の適正な運営を確保し、事業の円滑な運営を図るとともに、利用者、障害

児及び障害児の家族（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重し、利用者の立場

に立った適切なサービス提供を目的とします。 

 

【運営の方針】 

 利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び

食事等の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行います。 

 利用者等が必要とする時に必要な指定短期入所の提供ができるよう努めます。また、

その他保健・医療サービス又は福祉サービスを提供する事業者との密接な連携に努

めます。 

 

【施設の所在地】  所在地  大阪府箕面市稲 6 丁目 15番 26号 

           電  話  072- 727- 3458 ファクス 072- 727- 6933 

 

【職員数】       支援センターい～な・箕面育成園の職員配置と同じ 

 

【定員及び対象者】 短期入所定員  併設 5 名及び空床 

対象者   知的障害児・者 身体障害児・者 精神障害児・者 

 

【営業日等】  営業日 年中無休  サービス提供日 年中無休 

 

【短期入所のサービス内容】 

食事の提供 

入浴又は清拭（特殊浴槽の利用を含む） 

身体等の介護 
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日中活動 

生活相談 

健康管理 

前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

   （１）から（６）に附帯するその他必要な介護、支援、相談、助言。 

 

【活動の内容及・日課及び行事等】 

  支援センターい～な・箕面育成園が実施しているものと基本的に同じ 

 

【利用者負担】 

  総合支援法等に定める利用者負担のほかに、次のとおり利用者の負担とします。 

食事の提供に係る費用 朝食 １食につき400円（うち材料費167円） 

昼食 １食につき570円（うち材料費238円） 

夕食 １食につき500円（うち材料費208円） 

居宅に係る光熱水費 １日につき 330円 

日用品費  実費 

その他利用者等個人の便宜にかかる諸費用、経費は箕面育成園の利用者に準じ

実費負担とします。 

 

 

ホームズい～な（共同生活援助） 

 

【はじめに】 

  障害者総合支援法の改正により平成26 年 4 月からグループホームに一元化されまし

た。 

「ホームズ・い～な」を、箕面市・豊中市で継続して事業運営を実施します。利用者の高齢

化に対し、医療面・栄養面からも支援、状況等に応じて介護保険サービスの利用支援も行

い、高齢障害者の地域生活が継続できるよう努めます。 

 

【事業目的】 

箕面市指定の共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格

を尊重し、利用者の立場に立った適切な障害福祉サービスを提供します。 

 

【運営方針】 

 地域において、利用者が自立を目指し共同して日常生活や社会生活を営ことができ

るよう支援します。 

 利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ

または食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行いま

す。 

 関係の市町村、指定障害福祉サービス事業所、福祉サービス事業所、医療等の密接

な連携に努めます。 

 地域との調整を図りつつ箕面育成園利用者の地域移行を推進支援します。 
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 利用者がグループホームで豊かな日々の生活を過ごし、利用者の主体的な生き方に

資するため多様な側面からの支援体制を整えます。 

 グループホーム世話人と生活支援員との密接な連携協力を築きながら、地域生活支

援業務を行います。 

 グループホーム担当の専任栄養士を配置し、栄養管理に努めます。 

 

＜所在地・利用定員＞  

名 称 所  在  地 利用定員 

さざんか 箕面市稲２丁目 ５名 

もみじ 箕面市桜１丁目 ４名 

さくら 豊中市新千里北町３丁目 ４名 

ひなげし 豊中市上新田４丁目 ４名 

ゆたか 豊中市島江町１丁目 ４名 

第２ウイング 豊中市本町３丁目 ５名 

上野東サンホーム 豊中市長興寺南２丁目 ４名 

はなみずき 豊中市新千里北町２丁目 ４名 

やまぼうし 豊中市宮山町４丁目 ４名 

こぶし 豊中市宮山町４丁目 ４名 

いいね 箕面市稲６丁目 ６名 

みついけ 豊中市東豊中町４丁目 ５名 

 

【職員配置】 管理者 1 名 サービス管理責任者2 名 世話人 60名 生活支援員 60名 

        看護職員１名  栄養士 1 名 

 

【対象者】  知的障害者、精神障害者、難病、（“いいね”は身体障害者も対象） 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

① 利用者に対する相談 

② 食事の提供、入浴・排せつ・食事等の介護 

③ 余暇活動の支援 

④ 緊急時の対応 

⑤ 職場等との連絡・調整 

⑥ 金銭管理の援助、財産管理等の援助 

⑦ 地域担当の看護師と栄養士よる日常の栄養と健康の管理 

⑧ 介護保険サービスの活用、成年後見制度の利用推進 

 

【利用者から受領する費用の額等】 

受診等の便宜供与で利用者個人が負担することが適当な費用利用者の負担とします。                                        

ホーム名 項目 平成 29年度 平成 28年度 

さ
ざ
ん

か 

家賃 月額 ２６，８００円 ２６，８００円 

食材料費(朝食・夕食) 月額 １７，６００円 １７，６００円 



46 

 

光熱水費 月額 ６，６００円 ６，６００円 

日用品費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

も
み
じ
（府
営
） 

家賃・共益費 月額 新年度に決定 １３，７７０円 

食材料費（朝食・夕食）月額 ２０，０００円 ２０，０００円 

光熱水費 月額  ９，２３０円 ９，２３０円 

日用品費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

さ
く
ら
（府
営
） 

家賃 月額  新年度に決定 １０，０５０円 

食材料費（朝食・夕食）月額 ２６，０００円 ２６，０００円 

光熱水費 月額 １０，２００円 １０，２００円 

日用品費 月額 ２，７５０円 ２，７５０円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

ひ
な
げ
し
（府
営
） 

家賃・共益費 月額  新年度に決定 １３，０８８円 

食材料費（朝食・夕食） 月額 ２０，０００円 ２０，０００円 

光熱水費 月額  １２，７１２円 １２，７１２円 

日用品費 月額 ２，２００円 ２，２００円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

ゆ
た
か
（府
営
） 

家賃・共益費 月額 新年度に決定 １２，７４０円 

食材料費（朝食・夕食） 月額 ２２，０００円 ２０，０００円 

光熱水費 月額 １２，０００円 １２，０００円 

日用品費 月額 ３，２６０円 ３，２６０円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

第
２
ウ
イ
ン
グ 

家賃 月額 ２４，０００円 ２４，０００円 

食材料費（朝食・夕食）月額 １４，５００円 １４，５００円 

光熱水費 月額 ８，５００円 ８，５００円 

日用品費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

上
野
東
サ
ン
ホ
ー
ム 

家賃 月額 ４０，０００円 ４０，０００円 

食材料費（朝食・夕食）月額 １９，０００円 １７，０００円 

光熱水費 月額 １０，０００円  ８，０００円 

日用品費 月額 ２，０００円 １，０００円 

備品修繕買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 
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は
な
み
ず
き
（
（
府
営
） 

家賃 月額 新年度に決定 １０，５５０円 

食材料費（朝食・夕食）月額 １９，５００円 １９，５００円 

光熱水費 月額 １０，９５０円 １０，９５０円 

日用品費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

や
ま
ぼ
う
し 

家賃 月額 ３２，５００円 ３２，５００円 

食材料費（朝食・夕食）月額 １９，５００円 １９，５００円 

光熱水費 月額 １２，０００円 ９，８００円 

日用品費 月額 ２，０００円 １，２００円 

備品修理買い替え費 月額  ２，０００円  ２，０００円 

こ
ぶ
し 

家賃 月額 ３５，１００円 ３５，１００円 

食材料費（朝食・夕食）月額 ２０，０００円 １７，５００円 

光熱水費 月額 １１，２００円 １１，２００円 

日用品費 月額 ２，２００円 ２，２００円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

い
い
ね 

家賃 月額 ３５，０００円 ３５，０００円 

食材料費（朝食・夕食）月額 ２２，０００円 ２０，０００円 

光熱水費 月額 １１，０００円 １０，０００円 

日用品費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

み
つ
い
け 

家賃 月額 ３２，０００円 ３２，０００円 

食材料費（朝食・夕食）月額 ２０，０００円 ２０，０００円 

光熱水費 月額 １０，０００円 １０，０００円 

日用品費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

備品修理買い替え費 月額 ２，０００円 ２，０００円 

β 家賃は平成 23 年 10 月障害者自立支援法の改正により定められた特定障害者特別給

付費額を含む額です。 

β 受診等の便宜供与で利用者個人が負担することが適当な費用は利用者負担とします。 

 

 

支援センターい～な・グーテン（生活介護・就労移行支援） 

 

【事業目的】 

指定障害福祉サービス事業の生活介護（以下「指定生活介護」という。）及び就労移行

支援（以下「指定就労移行支援」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び
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運営管理に関する事項を定め、指定生活介護、指定就労移行支援（以下「指定生活介護

等」という。）の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に

当該利用者の立場に立った適切な指定生活介護等の提供を確保することを目的としま

す。 

 

【運営方針】 

 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体の清拭、排

せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切

かつ効果的に行います。 

 指定就労移行支援の実施にあたっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、当該利用者に対して、２年間にわたり生産活動その他の活

動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他

の便宜を適切かつ効果的に行います。 

 地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス

事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健

医療サービスを提供する者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）との密接な

連携に努めます。 

 前三項のほか、総合支援法ほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施します。 

 

【支援の方針】 指定生活介護 

個別支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、

食事の提供、創作活動、軽作業及び余暇活動の機会を提供します。 

 利用者が毎日元気に、意欲的に自立した生活ができるように支援を行います。 

 利用者・家族が望む生活ができるよう個別支援計画を立て、その計画に基づいたき

め細かな支援の実施に努めます。 

 利用者が創作活動・軽作業等において自己選択、自己決定ができるよう、可能な限

り様々な活動の提供に努めます。 

 

【支援の方針】 指定就労移行支援 

一人ひとりを尊重する精神を貫き、作業や職場実習、エンパワメントプログラム等を通し

て、就労意欲や働く姿勢を身につけ、社会で生活していく力を高める支援を行います。また、

積極的な職場開拓や障害者の新たな職域の開発に努め、支援機関・企業とのネットワーク

を活用した新たな就労支援の仕組みの構築を進めます。 

 

【名称・所在地】  名称 支援センターい～な・グーテン 

所在地 大阪府箕面市萱野 5 丁目 12番 1 号 

    電話  072- 726- 1141  ファクス 072- 726- 1142 

 

【職員配置】 管理者１名 サービス管理責任者１名 

（１）指定生活介護 

医師 1 名、  看護職員 1 名、  生活支援員 16名 

（２）指定就労移行支援 
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職業指導員 1 名、 生活支援員 1 名、 就労支援員 1 名 

【営業日及び営業時間等】 

（１）営業日 月曜日～金曜日 国民の祝日、12月 29日から１月3 日を除きます。 

（２）営業時間  午前 9 時から午後5 時 45分 

（３）サービス提供日 月曜日から金曜日 国民の祝日、12 月 29 日から1 月 3 日を除きま

す。 

（４）サービス提供時間  

  (ア)指定生活介護  午前 9 時 30分から午後4 時 00分 

  （イ）指定就労移行支援  午前 9 時 00分から午後4 時 00 分 

 

【利用定員】 

（１）指定生活介護         32名 

（２）指定就労移行支援       8 名 

 

【主たる対象者】 知的障害者、精神障害者、身体障害者、難病（18歳未満の者を除く） 

 

【通常事業の実施地域】 

（１）指定生活介護 箕面市、豊中市、池田市及び吹田市の全域 

（２）指定就労移行支援 大阪府内の全域 

 

【サービスの内容】 

（１）指定生活介護 

(ア) 生活介護計画の作成 

(イ) 食事の提供 

(ウ) 通退所支援（送迎） 

(エ) 清拭 

(オ) 身体等の介護 

(カ) 創作活動の提供（さをり織り・手芸・編み物・陶芸・アート活動（絵画・ちぎり絵・はり

絵））（さをり自主製品、陶芸、アート作品の販売もあります。） 

(キ) 生産的活動の提供と工賃支払い（タオル織り・検診キットの袋入れ・園芸・畑・ポス

ティング作業） 

(ク) リサイクル（エコキャップの回収、分別・リサイクル品の回収とバザー販売・リサイク

ルプランター販売） 

(ケ) 利用者本人活動 

(コ) 日常生活能力の維持・向上のための支援（動作法（週1 回）・うた体操（年6 回）・調

理実習（年1 回））・散歩・健康体操(年 6 回)・おやつ教室(年 6 回) 

(サ) 生活相談 

(シ) 健康管理 

(ス) 訪問支援 

(セ) 月 2 回の土曜日開所日を実施 

(ソ) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

(タ) （イ）から（セ）に附帯する離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な介護、支
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援、相談、助言 

(チ) 日課 

9:30 通所・バイタルチェックなど 

10:30 午前の活動 

11:30 健康体操 口腔体操など 

12:00 昼食 休憩  歯磨き 

13:00 午後の活動 

15:00 作業終了 片づけ 終礼 

15:30 帰宅準備 

16:00 退所 

 

（２）指定就労移行支援 

＜支援の柱＞ 

１．作業支援 

建物内外の清掃等の作業を通じて、基礎体力や基本的な労働習慣を身につける支

援を行います。 

２．就労支援 

企業見学、体験実習、ジョブガイダンス等を実施し、一般就労に必要な知識及びモ

チベーションの向上に努めます。また、事業所内に訪問型ジョブコーチを配置し、ハ

ローワーク、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター等の支援機関と

の連携を深めることで、一般就労移行及び定着に向けた支援ならびに雇用の拡大

に向けた積極的な働きかけを行います。 

３．スキルアップ支援 

パソコンスキル向上のためのプログラムなど、障害者の新たな職域開発のための

支援を行います。 

４．エンパワメント支援 

グループワークをはじめとする研修会や行事の企画実施、調理実習やスポーツ等

の活動を通じて、利用者自身が本来持っているがんばる力、新たな可能性等を引き

出す支援を行います。 

(ア) 就労移行支援計画の作成 

(イ) 食事の提供 

(ウ) 就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練 

(エ) 生活の幅を広げる(社会人としての力をつける)ために必要な訓練 

(オ) 身体等の介護 

(カ) 施設外訓練（清掃作業等） 

(キ) 実習先企業等の紹介 

(ク) 求職活動支援 

(ケ) 職場定着支援 

(コ) 生活相談 

(サ) 健康管理 

(シ) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 
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(ス) （イ）から（シ）に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言 

(セ) 日課 

8:45 通所  更衣 

9:00 ラジオ体操  朝礼  ランニング等 

9:30～12:00 午前作業 

箕面育成園清掃、ポスティング、施設外作

業等 

12:00～13:00 休憩（昼食） 

13:00～15:45 午後作業 

・グーテン清掃 

・その他のプログラム 

 就労プログラム  随時 

 パソコンプログラム  随時 

 グループワーク    1 回/ 月 

 調理実習       １回/ 月 

 スポーツ         1 回/ 月 

15:45 終礼 

16:15 退所 

 

【工賃の支払等】 

指定生活介護及び指定就労移行支援の利用者が生産活動に従事した場合は、別に定

める工賃支払規程に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要

な経費を控除した額に相当する金額を該当する利用者に工賃として支払います。 

 

【利用者負担】 

総合支援法等に定める利用者負担のほかに、次のとおり利用者の負担とします。 

 

（指定生活介護） 

 創作的活動に係る材料費の実費 

 日用品費の実費 

 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う訪問支援に要する交通費は、

公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収します。なお、この場合、

事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収します。 

(ア) １回（片道）につき 500円 

(イ) （ア）のほか 駐車場を利用した場合はその実費 

 その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者等個人の

便宜にかかる諸費用、経費は実費負担とします。 

 

 

（指定就労移行支援） 

 余暇活動を行う上で必要となる費用で利用者負担が適当である実費 
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 その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者等個人の

便宜にかかる諸費用、経費は実費負担とします。 

 

＜指定生活介護に係る利用者から受領する額＞ 

サービスの種類 サービスの内容 金 額 

食事サービス 食事代 360円 

創作的活動等 
創作的活動等を行う上でかかる費用で、負担して頂く

ことが適当であるものに係る費用 
実 費 

日常生活上必要

となる諸経費 

利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要

する費用で、負担して頂くことが適当であるものに関

する費用 ①日用品費②保健衛生費③教養娯楽費 

実 費 

社会生活上の便

宜の供与等 

日常生活に必要な行政機関等への手続き等につい

て、利用者または家族が行うことが困難な場合、利用

者の同意を得て代行した場合 

１回500円 

その他 

・証明書諸書類の発行代 

・事業の実施地域（箕面市、豊中市、池田市及び吹田

市）以外の地域に訪問支援をした場合 

・駐車料金 

200円 

500円 

 

実 費 

 

 

支援センターい～な（相談支援） 

 

（特定相談支援事業・障害児相談支援事業） 

【事業目的】 

特定相談支援事業・障害児相談支援事業（以下「事業」という）の円滑な運営管理を図るとと

もに、利用者、障害児及び障害児の家族（以下「利用者等」という）の意思及び人格を尊重して、

常に当該利用者等の立場に立った適切な相談支援を提供する。 

 

【運営方針】 

（１）事業は、利用者等がその有する能力及び適性、要介護度等に応じ、自立した日常生活や

社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊

密な連携を図りつつ、指定計画相談支援、指定障害児相談支援を当該利用者等の意向、

適性、障害の状況その他の事情に応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 

（２）事業の実施にあたっては、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場

に立って、当該利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サー

ビス事業等を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。 

（３）事業の実施にあたっては、自らその提供する指定計画相談支援、指定障害児相談支援の

評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

（４）事業の実施にあたっては、前３項の他「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（障害者総合支援法）に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営

に関する基準」及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に
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関する基準」に定める内容を遵守する。 

 

【事業所の所在地】  大阪府箕面市萱野 5 丁目 12 番１号 

電話：072- 734- 6064   FAX：072- 734- 8039 

 

【職員配置】  管理者 1 名、 相談支援専門員２名、 相談員 1 名 

 

【実施地域】  通常の事業の実施地域は大阪府内全域 

 

【営業日及び時間等】  

月曜日から金曜日の午前9 時から午後5 時 45 分まで 

ただし、土曜・日曜・国民の祝日と12 月 29 日から1 月 3 日を除く 

上記の営業日・営業時間のほか、電話等により24 時間常時連絡が可能な体制とする 

 

【対象者】 大阪府域の知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害者、難病等対象者 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

① 利用者及びその家族の生活に対する意向 

② 総合的な援助の方針 

③ 生活全般の解決をすべき課題 

④ 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期 

⑤ 福祉サービス等の種類、内容、量 

⑥ 福祉サービス等を提供する上での留意事項 

⑦ モニタリング期間に係る提案 

 

（一般相談支援事業） 

【事業目的】 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に

基づく指定地域移行支援事業及び指定地域定着支援事業（以下「指定一般相談支援事業」

という。）の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の立場に立った適切な指定地域移行支

援及び指定地域定着支援（以下「地域相談支援事業」という。）の提供を確保することを目的

とする。 

 

【運営方針】 

（１）指定地域移行支援事業の実施にあたっては、利用者が地域において自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、住居の確保その他の地域における生活に移行する

ための活動に関する相談その他の必要な支援を適切かつ効果的に提供されるよう配慮

して行うものとする。 

（２）指定地域定着支援事業の実施にあたっては、利用者が地域において自立した日常生活ま

たは社会生活を営むことができるよう、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、当該

利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の必要な支援

を適切かつ効果的に行うものとする。 
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（３）指定一般相談支援事業の運営にあたっては、市町村、障害福祉サービス事業者等の関連

機関との連携を図り、当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に応じ、適切

かつ効果的に行うものとする。 

（４）指定一般相談支援事業の実施にあたっては、利用者の意向及び人格を尊重し、常に当該

利用者の立場に立って行うものとする。 

（５）前４項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、

障害者総合支援法という。）及び障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施す

るものとする。 

 

【事業所の所在地】 大阪府箕面市萱野 5 丁目 12 番１号 

電話：072- 734- 6064  FAX：072- 734- 8039 

 

【職員配置】   

管理者 1 名、 相談支援専門員 2 名、 相談員 1 名  

指定地域移行支援・指定定着支援に従事する者3 名  

 

【実施地域】 通常の事業の実施地域は大阪府内全域 

 

【営業日及び時間等】 

事務所の営業日・時間 月曜日から金曜日の午前9 時から午後5 時 45分まで 

ただし、土曜・日曜・国民の祝日と12月 29日から1 月 3 日を除く 

上記の営業日・営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする 

 

【対象者】 知的障害者、身体障害者、精神障害者、難病等対象者 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

① 日常生活全般に関する相談 

② 地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供 

③ 指定地域移行支援に関する内容 

(ア) 地域移行支援計画の作成及び評価 

(イ) 地域に移行するための活動に関する面接又は同行による支援 

(ウ) 障害福祉サービスの体験的な利用 

(エ) 体験的な宿泊 

④ 指定地域定着支援に関する内容 

(ア) 地域定着支援台帳の作成及び評価 

(イ) 利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じた常時の連絡体制の確保 

(ウ) 緊急時における一時的な滞在等による支援 

(エ) 訪問等による利用者の状況の把握 

⑤ 前各号に掲げる便宜に付帯する便宜 

①から④に附帯するその他必要な相談支援、助言等。 
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（居宅介護支援事業） 

【事業目的】 

介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保す

るために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要

介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じ

て、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できる

よう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう

指定居宅サービス事業者、介護保険施設、障害福祉関係機関等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うことを目的とする。 

 

【運営方針】 

（１）事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとす

る。 

（２）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提

供されるよう配慮して行う。 

（３）利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅

サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよ

う、公正中立に行う。 

（４）事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支

援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、障害福祉関係機関等との連携に

努める。 

（５）前４項のほか、介護保険法及びその他の関係法令等を順守して居宅介護支援事業の実施

するものとする。 

 

【事業所の所在地】  大阪府箕面市萱野 5 丁目 12 番 1 号  

電話：072- 734- 6064  FAX：072- 734- 8039 

 

【職員配置】  

 管理者兼介護支援専門員 1 名なお、年度内に介護支援専門員1 名を配置予定し

ており、管理者１名 介護支援専門員１名となる予定 

 

【実施地域】  

 通常の実施地域は、箕面市、豊中市、池田市、吹田市、茨木市、豊能町、能勢町 

 

【営業日及び時間等】 

月曜日から金曜日の午前9 時から午後5 時 45 分まで 

ただし、土曜・日曜・国民の祝日と12 月 29 日から1 月 3 日を除く 

上記の営業日・営業時間のほか、電話等により24 時間常時連絡が可能な体制とする 
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【対象者】 

     介護保険被保険者及びその他介護保険サービスを利用する人、または利用を希望する人 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

① 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応 

② 課題分析の実施 

(ア) 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族との面接を実施 

(イ) 利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むこと

ができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握する 

(ウ) 使用する課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドライン方式とする。 

③ 居宅サービス計画原案の作成 

④ サービス担当者会議等の実施 

⑤ 居宅サービス計画の確定 

⑥ 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携 

⑦ サービス実施状況の継続的な把握及び評価 

⑧ 地域ケア会議における関係者間の情報共有 

 

 

支援センターい～な・グーテン ヘルパーステーションかやの 

 

【事業目的】 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に

基づく、居宅介護及び障害者総合支援法の地域生活支援事業における移動支援事業（以下

「事業」という。）の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者の

意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護及び移動支援の

提供を従事者の養成を含めて確保することを目的とする。 

 

【運営方針】 

（１）事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排

せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除及び移動等の家事並びに生活等に関する相

談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 

（２）事業の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護及び移動支援の提供

ができるよう努めるものとする。 

（３）事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の

指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉

サービス又は保健医療サービスを提供する者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）

との密接な連携に努めるものとする。 

（４）前３項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（平成

17年法律第 123号。以下「法」という。）及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定

並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例」（平成24 年大阪府条例第 107 号）に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居
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宅介護を実施するものとする。また、移動支援については援護の実施者の定める規定を

遵守して実施するものとする。 

 

【所在地】 箕面市萱野 5 丁目 12 番 1 号  

  TEL 072- 734- 6261 Fax 072- 726- 8039 

 

【職員配置】 

 管理者 1 名、 サービス提供責任者1 名、 従事者 3 名、 事務職員 1 名 

 他必要な職員 

 

【実施地域】通常の実施地域は箕面市、移動支援については援護の実施者の定めによる 

 

【営業日及び時間、サービス提供日及び時間】 

（１）営業日 月曜日から金曜日までとする。 

 ただし、国民の祝日、12月 29日から1 月 4 日までを除く。 

（２）営業時間 午前 9 時から午後5 時 45分までとする。 

（３）サービス提供日 月曜日から日曜日までと、国民の祝日とする。 

（４）サービス提供時間 午前 8 時から午後9 時までとする。 

 上記の営業日・営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする 

 

【指定居宅介護の内容】 

① 居宅介護計画の作成 

② 身体介護に関する内容 

(ア) 食事の介護 

(イ) 排せつの介護 

(ウ) 衣類着脱の介護 

(エ) 入浴の介護 

(オ) 身体の清拭、洗髪 

(カ) 通院介助（本事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は 

降車の介助を除く。） 

(キ) その他必要な身体の介護 

③ 家事援助に関する内容 

(ア) 調理 

(イ) 衣類の洗濯、補修 

(ウ) 住居等の掃除、整理整頓 

(エ) 生活必需品の買い物 

(オ) 関係機関との連絡 

(カ) その他必要な家事 

④ 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

②から③に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。 
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【移動支援の内容】 

① 移動支援計画の作成 

② 移動支援の内容 

(ア) 外出先等についての意思決定支援 

(イ) 外出準備についての支援 

(ウ) 外出時における排泄等必要な身体介護 

(エ) 官公庁等での書類等作成支援 

(オ) 交通機関利用についての支援 

(カ) その他必要な移動についての支援 

 ③ 前２号に掲げる便宜に附帯するその他必要な支援、相談、助言。 

 

【支援従事者の養成】 

① 移動支援従事者養成研修の開催 

 

 

支援センターい～な・事業改革室 

 

【事業の目的】 

平成 27 年 11 月 8 日の「高齢化の現状を踏まえた今後の箕面育成園のあり方研究会」

からの今後の方向性についての最終報告を受けて、利用者、及び家族の意思及び人格を

尊重し、箕面育成園の事業改革を推進します。 

 

【運営方針】 

① 箕面育成園が終生生活できる施設として育成会の多くの家族の期待を込められて

建設された入所施設であるということを踏まえる。 

② 利用者の方の尊厳を守り、快適な生活の場を提供することが、ご本人及びご家族の

安心につながるものであることを踏まえる。 

③ 地域移行は利用者の方々が地域で安心して生活を送る仕組みをご本人及びご家

族の方と共に考える。 

④ 利用者の健康に留意して環境変化を最小限にするように事業変更を進める。 

⑤ 併せて支援センターい～な全体で事業の見直しを図る。 

⑥ 高齢の障害者に対する支援の在り方についての国の議論を踏まえたものとする。 

 

【施設所在地】 所在地  大阪府箕面市稲 6 丁目 15番 26号 

         電話  072- 727- 3458  ファクス 072- 727- 6933 

 

【職員数】  室長１名  職員 1 名 

 

【具体的方針】 

① 利用者が安心して生活ができるように環境整備をする。 

② 利用者が豊かな生活ができるような日中活動の場を広げる。 

③ 利用者の生活を支える支援者の仕組みをつくる。 
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④ 障害福祉サービスと介護保険サービスを適切に活用できるようにする。 

⑤ 総合的な地域生活拠点となるようにする。  

⑦ 国庫補助を活用する。 

⑧ 大阪府、箕面市と連携して取り組む。 

 

 

その他の支援センターい～な全体の事業活動 

 

ボランティアの確保に努めます。 

地域に根ざし、開かれた支援センターとなるため近隣の学校、福祉施設、障害者団体、

近隣の店等との交流と連携に一層努めます。 

家族会の役員会を定期的に開催します。家族会の総会は5 月に開催し、事業報告・

事業計画・決算・予算等を審議します。また、必要に応じて臨時役員会及び臨時総会

を開催します。 

育成会支部代表者会議、施設部会、育成会諸行事、懇親会への参加および家族役

員会･旅行･育成園の行事に参加し親睦を深めます。 

福祉を学んでいる学生やヘルパーに実習の機会を提供し、福祉の向上のために広く

貢献します。 

実習生等を受入れ、社会福祉の専門職員による知識、技能等の習得を支援し人材育

成のための指導を行います。 

い～なの職員の人権に関する知識理解の醸成及び利用者支援の質の向上を目指し

計画的に職員の人権研修を行います。 

キャリアパス研修を活用し、支援職員としての資質の向上を図ります。 
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山口記念診療所 

 

１．運営方針 

主としてグループホームに入所する慢性疾患患者に対する適切な医療を提供する

とともに、近隣の作業所等の利用者に対して健康診断や予防接種を実施することに

より、知的障害者の疾病予防や健康維持・増進に寄与することを目的とする。 

 また近隣の病院や介護福祉施設等との連携及び情報交換を充実させ、今後もボラ

ンティア医師集団として出来る限り協力したい。 

 

２．所在地等 

所在地 大阪府箕面市稲６丁目１５番２６号 

電話  ０７２－７２８－１０１２ 

 

３．診療科目 

内科、整形外科、皮膚科、放射線科、精神科 

                                            以上 
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さ く ら 

支援センターさくら 

 

支援センターさくら事業概要 

 ホームズさくらは16 か所、定員74 名、ホームズなでしこは2 か所、定員19 名であり、合計18

ホーム、定員93 名の地域生活を支援している。個別支援計画に基づき、利用者ひとり一人に合

わせた支援内容を設定し、地域での単身生活への移行が可能な利用者は、相談支援事業と連携

をとりながら、単身生活への移行を支援している。 

一方で、ホーム利用者の高齢化等新たな対応と質の高い支援の提供を目指し、平成28年秋よ

り、訪問看護を取り入れており、引き続き利用者の健康維持支援と医療体制の充実を図っていく。 

障害種別を問わず就業と生活を一体的に支援する「北河内東障害者就業･生活支援センター」、

従来からのリアルな就業体験をベースに就労による社会参加を進めてきた就労移行支援事業に

加え、利用者のエンパワメントに重点を置いた自立訓練（生活訓練）事業を実施し、より多くの障

がいのある人の就労の可能性を求めて事業再編した就労支援プログラムを実施する。 

就労継続支援Ａ型事業は、収支を大幅に改善させるための3 ヵ年計画のスタートを受けて、ス

ワンベーカリー事業をはじめとした既存事業の充実のみに捕らわれず、様々な角度から取り組み

を進められるよう、コンサルテーションを導入して事業展開を図る。 

支援内容の充実と強化が急がれる利用率とニーズの高い「短期入所・日中一時支援事業」、ま

た、利用者のニーズ実現に近づける為計画を作成する「相談支援事業」等を実施し、生活や暮ら

し及び就労を支援する様々な事業を展開している。 

 管理棟をはじめ、ハード面の整備から一定年数が経過したことによる老朽化への対応を図ると

ともに、障害のある人とその家族の思いや願いを大切にし、その人らしさや機能を最大限に引き

出す利用者主体の支援を限りなく追求し、ニーズに応える良質かつ適切なサービス提供に努める。

また、障害のある人を取り巻く環境の変化に適切に対応し、地域貢献や社会貢献を通した地域作

りの担い手となる特色ある事業所を目指す。 

 

支援センターさくら 事業一覧 

 

Ⅰ 生活支援部門 

１ ホームズさくら・なでしこ（共同生活援助事業・空床型短期入所事業） 

２ 短期入所・日中一時支援事業 

Ⅱ 相談支援部門 

１ さくら相談支援事業（特定・一般・障害児） 

２ 北河内東障害者就業･生活支援センター事業 

３ 大東市地域就労支援事業 

４ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援制度 

５ 大東市大東市職場定着支援事業 

Ⅲ 就労支援部門  

１ 就労移行支援事業・自立訓練（生活訓練）事業 

２ スワンカフェ＆ベーカリー大東店（就労継続支援Ａ型事業） 
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Ⅰ 生活支援部門 

 

１ ホームズさくら・なでしこ（共同生活援助事業・空床型短期入所事業） 

ₒ ₓ 

 ─ ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ─ ┘ ╩

⇔⁸ ─ ⌐ ∫√ ⌂ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

 ⅜ ╩ ⇔⁸ ⌐⅔™≡ ≢ ⇔√ │ ╩ ╗↓

≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─ ┘ ─ ┘⌐∕─ ⅛╣≡™╢ ⌐ ∂

≡ ⌐⅔™≡⁸ ⁸ ∑≈ │ ─ ⁸ ∕─ ─ ─

╩⁸個別支援計画に基づき、 ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ≤─ ┘ ⅝╩ ⇔⁸ ─ ∆╢ ⁸ ─ ☻ⱦכ◘

∕─ ─ ☻ⱦכ◘ │ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢ ≤─ ⌂ ⌐ ╘╢

╙─≤∆╢⁹ 

３ 世話人の人事考課が導入されたことに伴い、事務局と連携してキャリアパス研修を行い、

世話人の資質の向上に努める。 

４ 全１8 ホーム93名の利用者に対して、世話人、宿直員等支援体制の整備を行う。 

５ 現在、18ホーム中17ホームは巡回も含めて夜間支援体制があるが、1 ホームだけとれて

いないので、夜間支援体制の方策を検討する。 

 ⱱכⱶ☼⌂≢⇔↓ ≥╕╛ה↓⇔≢⌂ ⌐≈™≡│⁸ └≤╡─

⌐ ≠⅝⁸ ⅜ ∫√ ⌂ ⌐ ⌂ↄ ╛ ─ ─◓ꜟ

┼ⱶכⱪⱱכ ⇔≡™ↄ↓≤╩ ∆ ─≡⇔≥ⱶכⱪⱱכꜟ◓ ╩ ℮⁹ 

 ≢ ⌐ ⇔≡⅔╡⁸18 ⌐⌂∫≡ ╩ ⇔≡╙

╢ ⅜⌂ↄ⁸ ╣╢ ╙⌂ↄ⁸ ─√╘─ ⅎ╙⌂™ ─ ↑ ╣

⁸ ─┼☼כ♬ ⌐ ╘╢⁹ 

 ⱱכⱶ☼⌂≢⇔↓ ≥╕╛ה↓⇔≢⌂ ─ ╩ ⇔√ ╩ ™⁸

⅜ⱱכⱶ≢─ ╩ ∂≡⁸ ─ ⌂▬ⱷכ☺ ╡╩∆╢↓≤╛⁸

─꜠☻Ɽ▬♩─√╘─◘כⱦ☻ ⌐ ╘╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

   

№⅛⌡ 3   

▪fi◘fi⸗♬4 כ  

◦fiⱨ◊♬19 כ  

ⱬ꜠כꜟ   

  1 ꜟכ꜠◒

ⱨ1 ●כ  

 2  

 13  

⅝√⇔╪╕∟   
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⅝√⇔╪╕∟   

╒℮╠™ 2  

∆ⅎ└╤ 3  

│™≠⅛ 3  

∆ⅎ└╤ 3  

╒℮╠™   

№⅛⌡ 3  

⌂≢⇔↓   

╛╕≤   

 

ₒ ₓ   ◘כⱦ☻  

╩ ╗    

 

ₒ ₓ ⁸  

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

 ⌐ ∆╢  

 ─ ┘ ה ה≈∑ ─  

ה  ─  

 ─  

 ─  

 ≤─ ה  

 ─ ⌐ ⌂  

 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 
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ה    

         



64 

 

▪fi◘fi⸗♬כ
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╒℮╠™ 
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╒℮╠™ 

 

 

   

   

ה ™ ⅎ   

      

           

        

         

      

⅔ ( )       

        

     

     

ה    

           

№⅛⌡      

         

        

   

ה ™ ⅎ     

      

          

               

           

        

       

     

⅔ ( )       

  

            

         

      

     

ה   

      

       ≥╕╛ה↓⇔≢⌂

 

 

       

☻כꜞ      

       

ה ™ ⅎ      

         

          

β ⌐≈™≡│ ⌐

∂√  

           

         

          

         

      

     β 

     

 

    

        

  

       

ה   

ה↓⇔≢⌂

╛╕≤  

        

☻כꜞ       

        

         

            

             

              

 

        

   

        

ה    

 

ₒ ⌐ √∫≡─ ₓ 

 ─ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸ ⌐≈™≡ ╠⅜∕─ ╩ ℮↓≤⁹ 

 │⅔ ™─ ╩ ⇔⁸ ─ ─ⱪꜝ▬Ᵽ◦כ╩ ↕⌠╟℮ ╘╢

↓≤⁹ 

ה  ⌂ ⌐ꜟכꜟ─≢ ⇔⁸ ┼─ ⅜⌂™╟℮⌐ ╘

╢↓≤⁹ 

 

２ 短期入所・日中一時支援事業 

 

ₒ ₓ 

─☻ⱦכ◘  ₈ ₉≤™℮⁹ ─ ⌂

╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ╘⁸

─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⁸ ┘ ─ ₈

₉≤™℮⁹ ─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫√

─ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 
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ₒ ₓ 

     ⌐ ↑≡ ╩▬ⱷכ☺⇔√ ⌂ ≢─ ₁⌂ ╩

∂⁸ ⌂ ─ ╩ ∆╢⁹╕√⁸

─ ⌐╟╢ ─ ⌂≥⁸╟╡ ─☻ⱦכ◘™ ⌐╟╡ ♬

⌐☼כ ⅎ≡™ↄ⁹ 

 ≤─ ┘ ⅝╩ ⇔⁸ ─ ∆╢ ⁸ ─

☻ⱦכ◘ │ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢ ≤─ ⌂ ╩ ╡⁸

☻ⱦכ◘╢№─⇔ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⅜ ₁ ⁸ ∆╢ ⌐ ⅎ╠╣╢╟℮⁸ ─ ≢

⅜ ℮ ╩ ⇔⁸ └≤╡┼─ ⌂ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸

┼─꜠☻Ɽ▬♩◔▪╩ ⌂ ╡ ⌐ ─ ╩ ∆⁹ 

 

ₒ ₓ  

   FAX  

 

ₒ ₓ    

  

ₒ ┘ ₓ 

ה   ⅛╠ ─ ⅛╠ ╕≢⁹ ⇔⁸

⁸ ─ ⁸

╩ ↄ⁹ 

☻ⱦכ◘  

ה ⅛╠  ⅛╠  

 ─ ⌐ ∂≡⁸ ─ ⌐ ∂╢⁹  

ה ⅛╠  ⅛╠ ─  

     ⁸ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⅜ ™ ☻ⱦכ◘ ⌐

↑≡ ∆╢⁹  

β ⁸◒כ▫►fi♦ꜟכ◗⁸⇔ ⁸ ─ ⁸

┘ ↕ↄ╠ⱨ▼☻♃

╩ ↄ⁹ 

β ─ ┘ ─ ⁸ ⌐╟╡ ⅜ ⌂

≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ     

    

 

ₒ ₓ   ה ─ ה  ╩ ↄ  

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

─  

│  

─  
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⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

  ⅛╠ ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 

ה  ⌐≈⅝ ℮∟  

ה  ⌐≈⅝ ℮∟  

ה  ⌐≈⅝ ℮∟  

ה ⌐ ╢  ⌐≈⅝  

ה               

♠כ◦ה               

─⧵ה ⌐⅔™≡ ≤⌂╢╙─⌐ ╢ ≢№∫≡⁸∕─

┘ ─ ⌐ ↕∑╢↓≤⅜ ≤ ╘╠╣╢╙──  

 

Ⅱ 相談支援部門 

 

１ さくら相談支援事業（特定・一般・障害児） 

 

ה  

ה ה  

 

ₒ ₓ 

 ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⁸ ┘ ─

₈ ₉≤™℮⁹ ─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐

─ ⌐ ∫√ ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

₈ ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─ ₉ ⁸

─ ┘ ⌐ ℮ ─ ⌐ ∆╢√╘⁸ ─

☻ⱦכ◘ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ה ☿fi♃כ ⌐⅔

↑╢ ╩ ╦⌂™ ─ ⅛╠⁸╟╡ ↄ─ ⌂ ⌐☼כ♬

≢⅝╢ ─ ╩ ∆⁹ 

 

ₒ ₓ 

 ⅜∕─ ∆╢ ┘ ⌐ ∂⁸ ⇔√ │ ╩

╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─ ─ ⁸∕─ ⅛╣≡™╢ ⌐ ∂≡⁸

─ ⌐ ≠⅝⁸ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ☻ⱦכ◘─

₈ ☻ⱦכ◘ ₉≤™℮⁹ ⅜⁸ ⌂ ⅛╠ ⅛≈ ⌐

↕╣╢╟℮ ⇔≡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ┘ ╩ ⇔⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫≡⁸ ⌐

↕╣╢ ☻ⱦכ◘ ⅜ ─ │ ─ ☻ⱦכ◘ ╩ ℮ ⌐

⌐ ╢↓≤─⌂™╟℮⁸ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ₈ ⌐ ≠ↄ ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢
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₉⁸₈ ⌐ ≠ↄ ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢ ₉

⌐ ╘╢ ╩ ∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ  

    FAX  

 

ₒ ₓ      

 

ₒ ┘ ₓ 

    ─ ה  ⅛╠ ─ ⅛╠ ╕≢ 

      ⇔⁸ ─ ┘ ╩ ↄ⁹ 

☻ⱦכ◘     ה  ─ ⌐ ∂≡ ∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

    ─ ה ⁸ ה ⁸ ⁸ ⌐

∆╢ ─ ┘∕─  

─  

ה    ☻ⱦכ◘ │ ╩ ∆╢ ≡─  

ה    ╩☻ⱦכ◘ ∆╢ ≡─  

─  

ה  ╩ ∆╢ ≡─  

─  

ה  │ ⌐ ⇔≡™╢  

ה  ⌐ ⇔≡™╢  

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

 ─ ⅛╠─ ⌐ ∆╢  

 ▪☿☻ⱷfi♩ ∆╢ ≢ ∆═⅝ ─ ─  

☻ⱦכ◘  ─ ─  

☻ⱦכ◘  ─  

☻ⱦכ◘  ─  

 ⸗♬♃ꜞfi◓ ☻ⱦכ◘ ─ ─ ─   

 

２ 北河内東障害者就業･生活支援センター事業 

 

ₒ ₓ 

≤ ╩ ⌐ ∆╢ │⁸ ⌐⅔™≡│ ⌐ ⇔√

─Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ⇔⌂⅜╠⁸ ה ─ ╡ ╖≤⁸

≤™℮ ⅛╠∕─ ╩ ─╟℮⌐ ℮⁹ 

 

ₒ ₓ  

         FAX  
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ₒ ₓ☿fi♃כ   ꞉כ◌כ  ꞉כ◌כ  

꞉כ◌כ    

 

 ₒ ┘ ₓ 

 ─ ה  ⅛╠ ─ ⅛╠ ╕≢⁹ 
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 ∕─  

₈ה ─☺ꜛⱩ●▬♄fi☻₉─ Ɫ꜡כ꞉כ◒  

₈ה ▬fi♃כfi◦♇ⱪ ₉─ ה  
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♩fiⱤ꞉ⱷfi◄ה ─ ↑  

ה Ⱡ♇♩꞉כ◒  

ה ⅜™─№╢ ─  
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ה  
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３ 大東市地域就労支援事業 

 

⌐ ╩ ⇔⁸ ⁸≡⇔≥כ♃כⱠ▫♦כ◖ ∞↑≢│

⌂ↄ ╛ ⌂≥ ─ ╩ ↑╢⁹ 

 

４ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援制度 

 

☿fi♃כ ⌐ ─ ☺ꜛⱩ◖כ♅ ╩ ⇔⁸

ה ⁸∕─ ⅔╟┘ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐ ∆╢

⅝╘ ⅛⌂ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ╡⁸ ┘ ╩

╢⁹ 

 

５ 大東市職場定着支援事業 

 

☿fi♃כ ⌐ ╩כ♃כⱠ▫♦כ◖ ⁹

ה ╩ ⁸ ⌐ ↕╣√

⌐ ⇔≡⁸ ⇔≡™√ ─ ╩ ≡ ╩ ⇔≡™√∞

⅝⁸ ╩◘ⱳ⁹╢∆♩כ 

 

Ⅲ 就労支援部門  

 

１ 就労移行支援事業・自立訓練（生活訓練）事業 

ₒ ₓ 

┘ ─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸

─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫√ ⌂

┘ ─ ╩ ≤∆╢⁹ 

障害者総合支援法等の法令を遵守し、社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会の役割

や目的にのっとり、利用する障害者等に対して、利用者を主体とする自活に必要な就労

支援・社会生活支援サービスを提供する。そして、個々の可能性を引き出し、独立かつ

自立性のある社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。 

 

ₒ ₓ 

 ⅜ ⇔√ │ ╩ ╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ⌐

⇔≡ ה ≤╙ ⌐╦√∫≡⁸

∕─ ─ ─ ╩ ∂≡⁸ ┘ ⌐ ⌂ ┘ ─ ─√

╘⌐ ⌂ ∕─ ─ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐ⱱכⱶⱭכ☺╩ ⇔⁸ ╩ ↄ ⅎ╢⁹ ⁸

─ ↑ ╣╩ ⌐ ™⁸ ╡ ╖╩ ⌐ ∂≡╙╠ⅎ╢╟℮⌐∆╢⁹

∞↑≢⌂ↄ ⁸ ⁸ ה ☿fi♃כ ┼

─ ⅝⅛↑╩ ∆╢⌂≥⁸ ≢ ™⌂™≡∫⅜⌂≈┼☻ⱦכ◘ ┼─▪ⱪ꜡

╩♅כ ╘╢⁹╕√⁸∕℮⇔√ ⅛╠ ─☼כ♬™⇔ ╡ ↓⇔╩ ℮⁹№╦∑

≡⁸ ⅛╠ ∫≡™╢ ┼─ ≤⁸ ┼─▪fi◔כ♩╩

⌐ ─┼☼כ♬≡⇔ ╩ ⅎ≡™ↄ⁹ 
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 ⌐│ ≤─ ╡╩ ⇔⁸ ⅜ ╗ ─☼כ♬⁸ ⅝ ╡╩

⌐ ℮⁹ ⅝√™ ∟─⸗♅ⱬכ◦ꜛfi⅜ ⅛╩ ⇔⌂⅜╠ ╩ ℮⁹╕

√⁸ (TEACCH  Transition   Assessment  Profile ╩ ⇔≡↔ ⁸

≤ ⅜ ─ ╩ ∫≡ ⅜ ╢╟℮⌐⇔≡™ↄ⁹ 

≢│↓╣╕≢⌐ ⇔≡⅝√ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩╟╡ ─ ™╙─⌐⇔⁸

⌐ ≢⅝╢ ╩ ⅎ╢⁹ ≢│⁸ꜞ▪ꜟ⌂ ⌐

ⅎ≡⁸Ɽ♁◖fiⱪ꜡◓ꜝⱶ╛ ⁸ ≢ ╛☼כ♬─ ⌐ ╦∑√

╡ ╖╩ ↕∑╢⁹ 

 ≤─ ┘ ⅝╩ ⇔⁸ ─ ∆╢ ⁸ ─ ⱦכ◘

☻ ⁸╕√│ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢ ≤─ ⌂ ⌐ ╘╢⁹ ⅎ≡⁸

⅛╠ ─ ─ ╩ ⇔≡⁸ ⁸ ≤≤╙⌐ ╩ ⇔≡

╟╡ ™ ≤ ╩ ≢⅝╢╟℮⌐∆╢↓≤╩ ⇔⁸ ╣⌂™⁸ ⅛

╡╛∆™⁸∕─ ⌐ ∫√Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ∆╢⁹∕─√╘⌐⁸ ⌐ⱨ◊꜡

ⱪ♇▪כ ─ ⌐ ╘╢⁹ 

 

ₒ ₓ  

    FAX  

 

ₒ ₓ    ◘כⱦ☻   

   

  

     

 

ₒ ┘ ₓ  

ה   ⁸ ⅛╠ ╕≢≤⇔⁸ ─ ⁸

⅛╠ │↓─ ╡≢⌂™⁹√∞⇔⁸ⱪ꜡

◓ꜝⱶ⌐╟∫≡│⁸ ⁸ ─ ⌐╙ ∆╢ ⅜№╢⁹ 

⅛╠  

☻ⱦכ◘   ⅛╠  

 

ₒ ₓ   

  

 

ₒ ₓ  ⁸ ⁸  

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

 

─  

─  

⌐ ⌂ ⁸ ╩ ↕∑╢√╘⌐ ⌂  

─  

( ⁸ⱬfi♅─ꜞⱭ▪⁸ )  
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─  

 

 

 

 

 

 

⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

⅛╠ ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

 

─  

─  

┘ ⌐ ⌂ ⁸ ╩ ↕∑╢√╘⌐ ⌂  

─  

( )  

─  

─  

 

 

 

┼─  

⌐ →╢ ⌐ ∆╢   

⅛╠ ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

 

【日課】 ※月～金曜日（但し、毎月第2 水曜日は午前中の日課で終了） 

時間 日課 備考 

８：４５ 

９：００ 

 

９：１５ 

９：２５ 

１２：００ 

１３：００ 

 

１５：４５ 

 

 

 

１６：３０ 

通所 

全体朝礼 

ラジオ体操 

作業クラス朝礼 

作業開始 

昼食・休憩 

作業開始 

（休憩１５分） 

作業終了 

片付け・清掃(全員) 

作業クラス終礼 

更衣 

帰宅 

通所後、作業服に着替え準備 

※自立訓練・就労移行とも適宜エンパワメント

プログラム実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年間行事予定】 

４月  保護者会総会 

８月  大阪大会 
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１０月   スポーツフェスタ大阪 ・ 自立ネット合同運動会 

１１月  さくらフェスタ   育成会近畿大会 

３月   就職者激励会 

・余暇支援プログラムとして土曜日開所予定。 

・利用者一泊旅行及び日帰り旅行等については事業毎に日程を設定する。 

＊サロン 毎月第２日曜日 

 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 

 ⌐≈⅝ ℮∟  

─  

 

２ スワンカフェ＆ベーカリー大東店（就労継続支援Ａ型事業） 

 

ₒ ₓ 

☻ⱦכ◘ ─ ₈ ₉≤

™℮ ─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⌐ ⌂ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ╘⁸

─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ─ ┘ ╩

⇔≡⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫√ ⌂ ─ ╩ ∆

╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

 店舗での製造及び接客業務等、雇用契約に基づく就労機会の提供を通じ、働く喜び

や社会との繋がりを実感できる場の提供を図るとともに、家と職場の往復だけでなく、生

活を楽しむための余暇支援を通じて、社会経験を増やし、コミュニケーション力の向上や

上手なお金の使い方を身につけるなど、自分らしい豊かな生活の実現にむけた支援を

提供する。 

 ─ ∆╢ ⁸ ─ ☻ⱦכ◘ ⁸ │ ⱦכ◘

☻╩ ∆╢ ≤─ ╩ ╡⁸ ─☼כ♬─ ⌐ ╘⁸ ⌐ ∂≡⁸

⌐⅔↑╢ ╛ ⁸ ⌐ ∫√ ⇔ ─ ⁸╕√⁸ ─

─√╘─ ╩ ℮⁹ 

３ 経営改善３ヵ年計画の２年目。コンサルテーションを導入し既存のスワンベーカリーブラ

ンドのみの充実に捕らわれず、新たな商品を取り扱う別事業の立ち上げ等、大幅な経営

改善に向けて積極的な取り組みを展開する。 

 

ₒ ₓ  

    FAX  

 

ₒ ₓ  ◘כⱦ☻  

   

 

ₒ ┘ ₓ 

ה   ⅛╠ ─ ⅛╠ ╕≢⁹ ⇔⁸
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┘ ─ ⁸

╩ ↄ⁹ 

☻ⱦכ◘ ה  

   ( ┘ ─ ⁸

╩ ↄ ⅛╠ ⇔⁸ │

⅛╠  

 

ₒ ₓ   

 

ₒ ₓ   ⁸  

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

─  

─  

⌐ ⌂ ⁸ ╩ ↕∑╢√╘⌐ ⌂  

─  

─ ⌐╟╢ ─ ┘ (Ɽfi ה ☻ⱦכ◘ )  

─  

 

 

 

 

 

 

⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

⅛╠ ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 

 ⌐≈⅝ ℮∟  

─  
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しらさぎ 

 支援センターしらさぎ  

 

支援センターしらさぎは、利用者一人ひとりが地域で安心して自立した生活ができるよう、

提供するサービスごとにさまざまな関係機関と連携をとりながら、その人が望むその人らしい

豊かな生活の実現を目指して必要な支援を行います。 

平成２９年度「支援センターしらさぎ」は、堺市内における「就労を目指す日中活動先」とし

ての役割をさらに強め、利用者の 「働きたい！就職したい！」を支援します。とりわけ日中三

事業については、それぞれが持てる役割についてプログラムが始動しており、それをさらに深

化させ就労までの支援プロセスを確立します。併せて居宅介護事業、相談支援事業などの地

域支援と共に、ホームズしらさぎとの連携を深め、就労と生活の一体的な支援を展開します。 

開所後 6 年目を迎える「しらさぎ・ネスト」は、深まる地域との交流をさらに大切にして行きま

す。地域活動支援センター事業は、気軽に立ち寄れ、ほっとできる居場所として、障害のある

方を始めとする地域の人々のコミニティスペースとして引き続き機能します。そして相談支援

事業においては、さらに確かな本人中心の計画相談を実施します。 

支援センターしらさぎとしらさぎ・ネストは、引き続き地域に根差した事業運営を心掛けます。

地域住民の方々と共に行う活動や、地域の行事への参加を通して顔の見える関係を築き、

地域に根ざした事業の展開を図り、身近な地域で共生社会の実現を目指します。 

さらに、事業所や利用者が社会の中で特別な存在にならないようソーシャルワークに励み、

本人中心の支援に取り組みます。そして、今後もこの地域で有意な活動を展開していくため

に、老朽化している支援センターしらさぎの建て替え検討委員会を着実に進展させ、建て替

えについての見通しを確かなものとする一年とします。 

 

＜事業一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．就労支援 

・就労移行支援事業 

訪問型職場適応援助者による支援事業(ジョブコーチ) 

・自立訓練(生活訓練)事業 

・就労継続支援Ｂ型事業 

２．生活支援 

・居宅介護事業     

・移動支援事業 

・地域活動支援センター運営業務（堺市） 

３．相談支援 

・特定相談支援事業（基本相談・計画相談） 

・一般相談支援事業（基本相談・地域移行・地域定着） 

・障害児相談支援 

・障害児等療育支援事業（堺市事業） 
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＜平成 29 年度重点目標＞ 

 

1．選ばれる事業所を目指します 

   ・事業所建替えのための検討委員会を中心に、建替え計画を進展させます 

   ・障害の状態に応じた支援の専門性を高め、総合的な就労支援力を向上させます 

   ・広報、啓発に努めます 

2．利用者の「豊かな暮らし」をさらに追及します 

   ・日中三事業のプログラムを深化させます 

   ・計画相談事業所を始め関係機関との連携を深めます 

   ・相談支援におけるケアマネジメントに基づいた計画相談をさらに深めます 

3．職員にとって働きがいのある職場づくりを目指します 

   ・折に触れ研修の機会を設定し、自己研鑽が支援の糧となる実感を求めます 

   ・ソーシャルワークの意味理解を促し、権利擁護の視点を高めます 

   ・報告、連絡、相談を基本とした連携体制の強化を事業運営の柱とします 

 

＜事業概要＞ 

１ 就労支援 

自立訓練(生活訓練)事業・就労移行支援事業・就労継続支援Ｂ型事業 

（１）自立訓練(生活訓練)事業 

    「なんでもやってみよう！しらさぎは練習の場です」 を合言葉に、就労を見据えた基 

礎的な生活力を身につけるためのプログラムを作成し実施します。利用者のエンパ 

ワメントに向けた取り組みを中心に行います。 

（２）就労移行支援事業 

    「働きたい！就職したい！を支援します」 企業等への就労を希望する人に、働くた 

めに必要な力をつけるための訓練や、職場見学、職場実習を行います。就職ガイダ 

ンスなどのプログラムの実施や、実習などの施設外活動を積極的に求め、リアルな 

体験による就労意欲の醸成を図ります。また、支援プログラムの手法を明確化する 

ために、マニュアルの作成に取り組みます。 

（３）就労継続支援Ｂ型 

「あせらずじっくり就職を目指します」 就労移行支援事業利用後、2 年間の利用期

間を設定し就労を目指します。また外部のＢ型事業所などを利用している方で、就職

を目指したいが支援を受けられないというニーズについても、入所の門戸を広げてい

くこととします。さらに40 歳以上の方については利用期間を設けず、就労について

「あきらめない支援」を展開します。 

 

【事業目的】 

指定障害福祉サービス事業の自立訓練（生活訓練）及び就労移行支援、就労継続支援Ｂ

型の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定自立

訓練（生活訓練）、指定就労移行支援及び指定就労継続支援Ｂ型の円滑な運営管理を図る

とともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定生

活介護等の提供を確保することを目的とする。 
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【運営方針】 

１．指定自立訓練（生活訓練）の実施に当たって、事業所は、利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、２年間にわたり生活能力の維

持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 指定就労移行支援の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、２年間にわたり、生産活動その他の

活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の

便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 

３ 指定就労継続支援Ｂ型の実施に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の

活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切

かつ効果的に行うものとする。 

４ 指定自立訓練（生活訓練）、指定就労移行支援及び指定就労継続支援Ｂ型の実施に当た

っては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービ

ス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医

療サービスを提供する者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）との密接な連携に

努めるものとする。 

 

【所在地】   大阪府堺市東区白鷺町２丁９番３２号 

 

【職員配置】  管理者 １名  サービス管理責任者 １名 

（１）指定自立訓練（生活訓練） 

生活支援員５名 生活支援員(訪問担当)１名 栄養士１名 事務職員２名 

（２）指定就労移行支援 

職業指導員１名 生活支援員４名 就労支援員５名 栄養士１名 事務職員２名 

（３）指定就労継続支援Ｂ型 

職業指導員１名 生活支援員１名 栄養士１名 事務職員２名 

 

【営業日等】 

（１）営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、１２月２９日から１月３日ま

でを除く。 

（２）営業時間 午前９時から午後５時４５分までとする。 

（３）サービス提供日 月曜日から土曜日までとする（土曜日については第１・第３の月２回と

する）ただし、国民の祝日、８月１３日から８月１５日まで、１２月２９日から１月３日までを除

く。 

（４）サービス提供時間 午前９時から午後４時３０分までとする。ただし、土曜日については

午前９時から午後１時までとする。 

 

【利用定員】 

（１）指定自立訓練(生活訓練）     ２６名 

（２）指定就労移行支援         ２４名 

（３）指定就労継続支援Ｂ型      １０名 
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【主たる対象者】 

 知的障害者（18歳未満の者を除く） 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

（１）指定自立訓練（生活訓練） 

（ア）自立訓練（生活訓練）計画の作成 

（イ）食事の提供 

（ウ）身体等の介助 

（エ）家事等日常生活能力を向上させるために必要な訓練 

（オ）就労移行支援事業所との連携による作業、就労支援 

（カ）健康管理 

（キ）訪問による生活訓練 

（ク）生活相談 

（ケ）地域生活への移行のための支援 

（コ）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

（イ）から（ケ）に附帯するその他必要な介助、訓練、支援、相談、助言 

（２）指定就労移行支援 

（ア）就労移行支援計画の作成 

（イ）食事の提供 

（ウ）就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練 

（エ）生活の幅を広げる(社会人としての力をつける)ために必要な訓練 

（オ）身体等の介助 

（カ）生産活動(軽作業、洗車、縫製) 

（キ）施設外支援 

（ク）実習先企業等の紹介 

（ケ）求職活動支援 

（コ）職場定着支援 

（サ）生活相談 

（シ）健康管理 

（ス）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

（イ）から（シ）に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。 

（３）指定就労継続支援Ｂ型 

（ア）就労継続支援Ｂ型計画の作成 

（イ）食事の提供 

（ウ）就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練 

（エ）生活の幅を広げる(社会人としての力をつける)ために必要な訓練 

（オ）身体等の介助 

（カ）生産活動(軽作業、洗車、縫製) 

（キ）施設外支援 

（ク）実習先企業等の紹介 

（ケ）求職活動支援 



81 

 

（コ）職場定着支援 

（サ）生活相談 

（シ）健康管理 

（ス）前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

（イ）から（シ）に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。 

 

【日課】 ※月～金曜日（但し、水曜日は１６：００終了） 

時間 日課 備考 

８：４５ 

９：００ 

 

 

９：２０ 

９：３０ 

１２：００ 

１３：００ 

 

 

１６：００ 

 

 

 

１６：３０ 

通所 

全体朝礼 

ラジオ体操 

白鷺公園ランニング 

作業科朝礼 

作業開始 

昼食・休憩 

作業開始 

（休憩１５分） 

 

作業終了 

清掃(全員) 

更衣 

作業科終礼 

終了  

帰宅 

通所後、作業服に着替え準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５：００～１５：３０ 廊下、更衣室、トイレの清

掃(担当者) 

 

各作業室、フロアー等の清掃(全員) 

 

【年間行事予定】 

４月   家族会総会  

９月   育成会大阪大会 

１０月    白鷺校区運動会 

１１月   しらさぎまつり 

１２月   利用者忘年会 

・利用者企画旅行については実施時期は未確定 

＊毎月１～２回     休日プログラム 

＊毎月第３金曜日   就職者サロン 

＊毎月第４金曜日   東区らららバザー 

＊年２回健康診断、避難訓練を実施 

 

２ 生活支援 

居宅介護・移動支援事業 

居宅介護・移動支援事業においては、引き続き研修の充実を図ります。現任ヘルパーは継

続して堺市の移動支援ネットワーク主催のスキルアップ講座を受講してもらうことを位置づけ

ていきます。また、新規のヘルパーの確保に向けてガイドヘルパー養成研修を年１回実施し

ます。とりわけ平日稼働できるヘルパーの確保に力を注ぎます。また、ヘルパーの支援の質

【水曜日の場合】 

１５：３０     清掃・更衣・終礼 

１６：００      終了 帰宅 

【土曜日課】 

月に１回、主に第３土曜日午前日課と

して開所する 
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を確保するために、センター独自のヘルパー向け研修会を企画実施します。 

また地域活動支援センターしらさぎ・ネストを、外出先等の情報提供やヘルパーとの待ち合

わせ又は、次回の計画や相談が自由にできる拠点として利用します。 

 

【事業目的】 

大阪府指定の居宅介護および各市町村指定の移動支援事業の円滑な運営管理を図ると

ともに、利用者、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者

等の立場に立った適切な支援を提供する。 

 

【運営方針】 

１．利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利

用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等

の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生

活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 

２．居宅介護の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護の提供ができる

よう努めるものとする。 

３．事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他

の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する

者との密接な連携に努めるものとする。 

 

【所在地】 大阪府堺市東区白鷺町２丁９番３２号  

 

【職員配置】管理者 １名  サービス提供責任者  介護福祉士 １名 

 

【対象者】  知的障害者児 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

（１）居宅介護計画の作成 

（２）移動支援計画の作成 

（３）身体介護に関する内容 

①食事の介護 

②排泄の介護 

③衣類着脱の介護 

④入浴の介護 

⑤身体の清拭、洗髪 

⑥通院等の介助（事業所の従業者が自ら自動車を運転して実施する通院等の介助を除

く。） 

⑦その他必要な身体の介護 

（４）家事援助に関する内容 

 ①調理 

 ②衣類の洗濯、補修 

 ③住居等の掃除、整理整頓 
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 ④生活必需品の買い物 

 ⑤関係機関との連絡 

 ⑥その他必要な家事 

 

障害児等療育支援事業（堺市） 

 堺市内に住まう障害児に対して、訪問および外来の方法により相談指導を行う。とりわけ障

害児サービス利用にかからない方を対象として、地域に埋もれてしまっているニーズなどが、

身近なところで気軽に相談できる窓口としての役割を担う。 その他、障害児の生活向上に資

する事業を行う。 

 

【事業目的】 

重症心身障害児、知的障害児、身体障害児、その他療育が必要と認められる障害児の地

域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる支援体制の充

実を図るとともに、もって当該障害児及びその家族の福祉の向上を図る。 

 

【運営方針】 

１．訪問および外来の方法によって、障害児およびそのご家族への相談指導を行う。 

２．外来の方法によって音楽療法を実施し、障害児の療育指導を行う。 

３．障害児関連の関係機関に対して、様々な情報提供や研修の機会を提供する。 

 

【所在地】      大阪府堺市東区白鷺町２丁９番３２号 

 

【職員配置】 管理者 １名  相談員３名（４名ともすべて兼務） 

 

【対象者】      重症心身障害児、知的障害児、身体障害児、その他療育が必要と認めら

れる障害児 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

（1）しらさぎ本体と、しらさぎ・ネスト双方に相談員を配置し、営業時間内に外来や訪

問の方法によって相談に応じる。 

      （2）支援センターしらさぎにおいて、月１回専門の講師を招き、「おとぼっこ（音楽療

法）」を実施する。 

（3）障害児関連の関係機関からの依頼に基づき、相談員が出向くなどした上で、障

害児関連の施策や制度などの情報提供を行う。 

 

 

 

しらさぎ・ネスト 

 

地域活動支援センター運営業務（堺市） 

 一昨年度、堺市より３年間の再委託を受け区切りの 3 年目の年度を迎える。開設以来６年

目となる今年度も、これまでと変わらず、「居心地の良い休息所」「安心できる拠り所」という、
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様々な人たちの「居場所」となれるようにしていきます。とりわけ就労している単身生活者など

が、気軽に立ち寄れる居場所であるとともに、日中事業所や仕事帰りを中心としたトワイライ

ト時間帯における支援や、地域で生活している利用者やその家族、さらに地域住民も利用で

きる居場所づくりを心がけます。地域の方々の協力も得ながら、様々なプログラムを提供して

いくとともに、利用者自身がプログラムの企画や運営に携わる機会を積極的に支援するなど、

生きがいづくり・仲間づくりにつながるような支援も継続して行きます。利用者自身が築き上

げてきたネストの意義 「利用者による利用者のためのネスト」を大切に掲げ、今年度も活動

を展開して行きます。 

さらに、引き続き地域の商店会組合の一員として、活動します。これまでと変わらず施設や

設備を積極的に地域へ開放し、行事などにも参加し、利用者との方々が地域の方々と共に

活動することで、ゆるやかな障害理解（啓発）を進めていくことも、引き続き目指していきま

す。 

 

【事業目的】 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成１７年法律第１２

３号。以下「法」という。)第 5 条第 26項に規定する地域活動支援センターの機能を充実・強化

して運営し、障害者及びその家族等が通所することにより、地域生活への移行を推進すると

ともに、地域での自立生活の促進を図ることを目的とします。 

 

【職員配置】  施設長 １名  地域活動支援員２名 

 

【所在地】    大阪府堺市東区白鷺町１丁２１－７ 

 

【営業日及び時間等】 

事務所の営業日・時間  日曜日から金曜日の１１時４５分～２０時３０分まで 

ただし、国民の祝日および１２月２９日～１月３日を除く。 

サービス提供・時間    日曜日から金曜日の正午から２０時まで 

緊急時には、電話等により連絡が可能な体制をとっています。 

 

【対象者】   堺市内に住所を有する障害者及びその家族等 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

（１）日常生活支援に関する業務  

（ア）基礎的事業（居場所提供）  

① 利用者が自由に利用できる、日常生活における憩いの場を提供すること。また、地域

の様々な障害者等が利用しやすい環境を整備するよう努めます。  

② 利用者の利用目的に応じた創作的活動、生産活動、自主的活動等を行うことができる

場を提供します。  

（イ）専門的事業  

① 地域の相談支援事業者、障害者基幹相談支援センター等と相互に連携・協力し、利用

者が地域生活へ円滑に移行できるように支援します。  

② 利用者の不安の解消や情緒の安定を図るために、日常生活に関する相談に応じ、支
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援すること。また、利用者の健康及び保健衛生の維持管理のために、服薬管理や生活

習慣等の助言や確認などを行い、心身の状況の把握に努めます。  

③ 地域住民への障害理解や普及啓発活動を行うとともに、地域関係者と連携することで、

利用者の社会参加の促進を図ります。  

（２）生きがい・仲間づくり支援に関する業務  

① 利用者のコミュニケーションにかかわる不安の解決に向けて支援し、利用者の対人関

係能力の向上を図ります。  

② 利用者に対して、趣味、スポーツ、文化、余暇活動や地域活動に関する情報を提供し

ます。また、当事者活動や自助グループ活動等を支援し、その活動の紹介及び仲介しま

す。  

③ 利用者の自主的なグループ活動や社会参加等に対して、助言や支援をします。また、

利用者同士が、日常生活における悩み相談や情報交換、学習交流ができるよう助言や

支援をします。  

（３）プログラム(グループワーク)支援業務  

週に２回以上、下記①～⑤の内容で実施します。 

なお、各プログラムは、利用者が自ら選択し活用できるように、実施目的を明確化するなど

創意工夫し、利用者が気軽に参加しやすいようにします。  

① 社会復帰・社会参加の支援に関すること。  

② エンパワメントの支援に関すること。  

③ 生きがいづくり・仲間づくりに関すること。  

④ 一般就労・福祉的就労に関すること。  

⑤ その他、利用者の支援にかかわる内容に関すること。  

また、利用者の家族等に向けたプログラムや利用者と家族等が一緒に参加できるようなプ

ログラムを実施するよう努めます。  

 

相談支援事業 

しらさぎ・ネストにおいて実施している相談支援事業は、障害福祉サービス利用時に必須と

なった「サービス等利用計画」の作成を中心に、障害のある人が安心して地域で生活できる

よう本人中心の支援にこだわります。その計画相談については、障害児相談支援を始め今

後さらにそのニーズが増える見通しであり、それに対応する相談支援体制をさらに強化して

いきます。 

指定相談支援事業所として、法に基づく以下の相談支援事業を、他の機関と連携して、利

用者を中心としたネットワークを構築しながら提供していきます。それぞれの事業の実施に際

しては、以下の事業目的、運営方針により常に利用者の立場に立った適切な相談支援を提

供していきます。 

１ 指定特定相談支援事業（計画相談・基本相談） 

２ 指定一般相談支援事業（地域移行・地域定着・基本相談） 

３ 障害児相談支援（計画相談・基本相談） 

    

ₒ ₓ 

─ ⌂ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ⁸ ┘ ─

₈ ₉≤™℮⁹ ─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ─
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⌐ ∫√ ⌂ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

ₒ ₓ 

⅜∕─ ∆╢ ┘ ⌐ ∂⁸ ⇔√ │ ╩ ╗

↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─ ─ ⁸∕─ ⅛╣≡™╢ ⌐ ∂≡⁸

─ ⌐ ≠⅝⁸ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ☻ⱦכ◘─

₈ ☻ⱦכ◘ ₉≤™℮⁹ ⅜⁸ ⌂ ⅛╠⁸ ⅛≈ ⌐ ↕

╣╢╟℮ ⇔╕∆⁹ 

─ ┘ ╩ ⇔⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫≡⁸ ⌐

↕╣╢ ☻ⱦכ◘ ⅜ ─ │ ─ ☻ⱦכ◘ ╩ ℮ ⌐

⌐ ╢↓≤─⌂™╟℮⁸ ⌐ ™╕∆⁹ 

 

【職員配置】 管理者 １名  相談支援専門員 ２名   

 

【営業日及び時間等】 

事務所の営業日・時間 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時４５分まで 

ただし、国民の祝日および１２月２９日～１月３日を除く。 

サービス提供・時間  利用者等の必要に応じて緊急時には電話等により２４時間連絡が

可能な体制をとるものとする。 

 

ₒ ₓ ─ ה ⁸ ה ⁸ ⁸  

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

   

─ ⅛╠─ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ┘  

☻ⱦכ◘) ה ☻ⱦכ◘ )⌐ ∆╢ ─ ╩ ™╕∆⁹ 

▪ ▪☿☻ⱷfi♩╩ ∆╢↓≤⁹ 

▬ ☻ⱦכ◘ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

► ☻ⱦכ◘ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

◄ ⸗♬♃ꜞfi◓╩ ∆╢↓≤⁹ 

○ ─ ⌐ ∆╢ ┘ ╩ ℮↓≤⁹ 

◌ ⅛╠─ ⌐╟╡⁸ ┘ ⅜ ≢─ ⌐ ≢⅝╢

╟℮⁸ ⌂ ┘ ∕─ ⌂ ╩ ℮↓≤⁹ 

◐ ∕─ ⌂ ┘ ⁹ 

   

   

ה     ⅛╠─ ⌐≈™≡⁸ ≤ ⇔≡ ╩ ↑⁸

∆╢≤≤╙⌐ ╩ ⇔⁸ ─√╘─ ─ ╩

™╕∆⁹ 

   ▪ ─  

   ▬ ┘  

   ► ⁸ ─  
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   ◄ ─ ╛ ─╘√─☻ⱦכ◘  

   

    ⅜ ⇔≡ ╩ ⇔≡™ↄ↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─ ╩ ™╕

∆⁹ 

   ▪ ─ ─  

   ▬ ─ ┼─  

   

    ┘∕─ ⅛╠─ ╩ ↑⁸ ≤ ⇔⁸ ≤ ─

╩ ™╕∆⁹ 

 

 

 

ホームズしらさぎ 

 

ホームズしらさぎは堺市東区日置荘原寺町（東区役所の近く）に障害がある人の新たな地

域生活支援拠点として、平成２９年４月より大阪手をつなぐ育成会が開設します。提供するサ

ービスとしては共同生活援助事業と短期入所事業です。共同生活援助事業につきましては

「ホームズしらさぎ（男性５名）」と「日置荘ホーム（女性４名）」２つのグループホームを開設し、

既存のホームズしらさぎ所在地をこの拠点に移し、計１１か所のグループホームバックアップ

の拠点ともいたします。短期入所につきましては、グループホームとは別棟にて「ホームズし

らさぎ（短期入所）」を６床整備し、サービスを提供していきます。利用者一人ひとりが地域で

安心して自立した生活ができるよう、さまざまな関係機関と連携をとりながら、利用者それぞ

れの個性や特性を理解するよう努力し、その人が望むその人らしい豊かな生活の実現を目

指して必要な支援を行います。 

 

１ 共同生活援助  

ホームズしらさぎ(共同生活援助) 

共同生活援助「介護サービス包括型」の事業運営を行います。 

グループホームの支援体制が機能的に働くように、職員同士のコミュニケーションを大切に

し、その調整に努めます。その上で利用者ひとりひとりの生活の質の向上を目指します。 

世話人会議や個別支援計画の作成時、モニタリング時などで、日々の支援が利用者主体

であるかどうかの見直しを行い、世話人同士や、バックアップ職員との連携を深め、互いの情

報共有に努めます。 

 

【事業目的】 

大阪府指定の共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、保護者の意思及

び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な障害福祉サービを提供する。 

 

【運営方針】 

１ 利用者が自立を目指し、地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ

て共同生活住居において、入浴、排せつまたは食事等の介護、相談その他の日常生活上
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の援助を適切かつ効果的に行うものとする。 

２ 地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業

者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるもの

とする。 

 

【所在地】 

名 称 所在地 居定員 

ホームズしらさぎ 大阪府堺市東区日置荘原寺町１５６ ５名 

日置荘ホーム 大阪府堺市東区日置荘原寺町１５６ ４名 

しらさぎホーム①② 大阪府堺市東区野尻町７７－１ ４名 

おおみのホーム 大阪府堺市東区大美野１６５－３－２ ４名 

第二おおみのホーム

①② 
大阪府堺市東区大美野１６５－３－１ ４名 

せんぼくホーム①② 大阪府堺市南区原山台３－１－２０ ４名 

しんかなホーム①② 大阪府堺市北区新金岡町３－３－１３ ４名 

たかいしホーム①②

③ 
大阪府高石市加茂１－２０－１ ６名 

さやまホーム①② 大阪府大阪狭山市西山台４－２－１５ ４名 

くすのきホーム①② 大阪府堺市野尻町４８グランディ白鷺 ５名 

なかもずホーム①② 
大阪府堺市北区中百舌鳥町６－１０４０－５３ 

大阪府堺市北区中百舌鳥町６－１０４０－１３ 
５名 

グループホーム「ひまわり」につては、平成２９年３月で閉鎖しました。 

 

【職員配置】 

管理者 １名 サービス管理責任者 ２名 世話人 １９名 生活支援員 ２１名  

事務員 １名 

 

【対象者】   知的障害児者、精神障害者、身体障害児者、難病等対象者 

 

【サービスの提供方法及び内容】 

１ 利用者に対する相談 

２ 食事の提供 

３ 健康管理・金銭管理の援助 

４ 余暇活動の支援 

５ 緊急時の対応 
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６ 職場等との連絡・調整 

７ 財産管理等の日常生活に必要な援助 

 

【利用者から受領する費用の額等】 

障害者総合支援法の法令等に定める利用者負担の他に、次のとおり利用者の負担とす

る。 

ホームズしらさぎ 

（１）家賃            

（２）共益費 

（３）光熱水費          

（４）食材料費(朝食・夕食)     

（５）日用品費         

（６）自治会費        

（７）その他 お弁当（昼食）材料費              

（８）備品修理買い替え費    

月額 ３８，０００円 

月額  ２，０００円 

月額 １０，０００円 

月額 ２２，０００円 

月額  ３，０００円 

未定 

１食    ３００円 

月額  ２,０００円 

日置荘ホーム 

（１）家賃            

（２）共益費 

（３）光熱水費          

（４）食材料費(朝食・夕食)     

（５）日用品費         

（６）自治会費        

（７）その他 お弁当（昼食）材料費              

（８）備品修理買い替え費     

月額 ３８，０００円 

月額  ２，０００円 

月額 １０，０００円 

月額 ２２，０００円 

月額  ３，０００円 

未定 

１食    ３００円 

月額  ２,０００円 

しらさぎホーム①② 

（１）家賃            

（２）光熱水費          

（３）食材料費(朝食・夕食)     

（４）日用品費         

（５）自治会費        

（６）その他 お弁当（昼食）材料費              

（７）備品修理買い替え費    

月額 ３７，５００円 

月額 １１，４００円 

月額 １７，０００円 

月額  ２，０００円 

月額    １００円 

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 

おおみのホーム①

② 

（１）家賃            

（２）光熱水費         

（３）食材料費(朝食・昼食・夕食)  

（４）日用品費   

（５）自治会費        

（６）その他 お弁当（昼食）材料費        

（７）備品修理買い替え費    

月額 １３，０７０円 

月額 １３，３３０円 

月額 ２４，０００円 

月額  ２，１００円 

月額    ５００円 

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 

第二おおみのホー

ム①② 

（１）家賃            

（２）光熱水費          

（３）食材料費(朝食・夕食)     

（４）日用品費         

（５）自治会費        

月額 １６，０２０円 

月額 １０，４８０円 

月額 ２４，０００円 

月額  ２，０００円 

月額    ５００円 
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（６）その他 お弁当（昼食）材料費        

（７）備品修理買い替え費    

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 

せんぼくホーム①② 

（１）家賃            

（２）光熱水費          

（３）食材料費(朝食・夕食)     

（４）日用品費         

（５）自治会費        

（６）その他 お弁当（昼食）材料費        

（７）備品修理買い替え費    

月額 １５，０１０円 

月額 １２，４９０円 

月額 ２２，０００円 

月額  ３，０００円 

月額    ５００円 

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 

しんかなホーム①② 

（１）家賃            

（２）光熱水費          

（３）食材料費(朝食・夕食)     

（４）日用品費         

（５）自治会費        

（６）その他 お弁当（昼食）材料費        

（７）備品修理買い替え費    

月額 １４，６２０円 

月額 １５，６８０円 

月額 ２０，０００円 

月額  ２，３００円 

月額    ４００円 

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 

たかいしホーム①②

③ 

（１）家賃            

（２）光熱水費          

（３）食材料費(朝食・夕食)     

（４）日用品費         

（５）自治会費        

（６）その他 お弁当（昼食）材料費        

（７）備品修理買い替え費    

月額 １０，１９０円 

月額 １０，５００円  

月額 ２０，０００円 

月額  １，３１０円 

月額  １，０００円 

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 

さやまホーム①② 

（１）家賃            

（２）光熱水費          

（３）食材料費(朝食・夕食)     

（４）日用品費         

（５）自治会費        

（６）その他 お弁当（昼食）材料費        

（７）備品修理買い替え費    

月額 １０，９４５円 

月額 １２，８０５円 

月額 ２１，０００円 

月額  ３，０００円 

月額    ２５０円 

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 

くすのきホーム①② 

（１）家賃            

（２）光熱水費          

（３）食材料費(朝食・夕食)     

（４）日用品費         

（５）自治会費        

（６）その他 お弁当（昼食）材料費        

（７）備品修理買い替え費    

月額 ３２，０８０円 

月額 １３，３００円 

月額 ２１，０００円 

月額  １，５００円 

月額     ８０円 

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 
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なかもずホーム①② 

（１）家賃            

（２）光熱水費          

（３）食材料費(朝食・夕食)     

（４）日用品費         

（５）その他 お弁当（昼食）材料費       

（６）備品修理買い替え費    

月額 ３５，８００円 

月額 １１，０００円 

月額 ２０，２００円 

月額  １，０００円 

１食    ３００円 

月額  ２，０００円 

１．個人の所有する物品については、破損等について自らがその責任を負うこと。 

２．利用者はお互いの生活を尊重し、他の利用者のプライバシーを侵さぬよう努めること。 

３．社会的・常識的な範疇でのルールに配慮し、他者への迷惑行為がないように努めること。 

 

  

ⱱכⱶ☼⇔╠↕⅞  

ₒ ─ ₓ 

堺市指定の短期入所の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、保護者の意思及び人格

を尊重し、利用者の立場に立った適切な障害福祉サービを提供することを目的とする。 

 

ₒ ─ ₓ 

 ⌐ ↑≡ ╩▬ⱷכ☺⇔√ ⌂ ≢─↕╕↨╕⌂ ╩ ∂⁸

⌂ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 ≤─ ┘≈⅝╩ ⇔⁸ ─ ∆╢ ⁸ ─ ☻ⱦכ◘

╕√│ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢ ≤─ ⌂ ╩ ╡⁸ כ◘╢№─⇔

ⱦ☻ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

  

ₒ ₓ 

 

ₒ ₓ     

ₒ ┘ ₓ 

  ⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ─ ⁸ 12/28

1/4 ◒כ▫►fi♦ꜟכ◗⁸ 5/3 6 8/12 16 ╩ ↄ⁹ 

  ⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ 

☻ⱦכ◘   ⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹√∞⇔⁸ 12/28

1/4 ◒כ▫►fi♦ꜟכ◗⁸ 5/3 6 ⁸ 8/12 16 ╩ ↄ⁹ 

☻ⱦכ◘   ⅛╠ ─ ╕≢≤∆╢⁹ 

  β ⌐ ∂≡∕╣ ─ ☻ⱦכ◘╢↑⅔⌐ ╙ ╩ ∆╢⁹ 

 ─ ┘ ─╒⅛⁸ ⌐╟╡ 24 ⅜ ⌂ ≤∆╢⁹ 

─☻ⱦכ◘  ⌐№√∫≡│⁸ ⅛╠─ ⌐ ∂╢╙─≤∆╢⁹ 

⌐≈⅝╕⇔≡│⁸ ⅜ ≢⅝╢╕≢─ ╩ ↑⁸ ╩

⌐ ╩ ⇔╕∆  

 

ₒ ₓ ─ │ ≤∆╢⁹ 
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ₒ ₓ知的障害児者、精神障害者、身体障害児者、難病等対象者 

 

ₒ◘כⱦ☻─ ┘ ₓ 

 ─  

 ╕√│  

 ─  

  

  

  

 ⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

  ⅛╠ ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

╕√⁸ ⌐│⁸ ≢ ≢ ⌂ ╩ ∫≡™√∞ↄ√╘⌐⁸ ─↓≤╩

∫≡™√∞⅝╕∆⁹ 

１．個人の所有する物品については、破損等について自らがその責任を負うこと。 

２．利用者はお互いの生活を尊重し、他の利用者のプライバシーを侵さぬよう努めること。 

３．社会的・常識的な範疇でのルールに配慮し、他者への迷惑行為がないように努めること。 

 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 

ה  ⌐≈⅝ ℮∟  

ה  ⌐≈⅝ ℮∟  

ה ⌐ ╢  ⌐≈⅝  

ה       ⌐≈⅝   

ה        ⌐≈⅝   

─⧵ה ⌐⅔™≡ ≤⌂╢╙─⌐ ╢ ≢№∫≡⁸∕─ ┘

─ ⌐ ↕∑╢↓≤⅜ ≤ ╘╠╣╢╙──  
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≈⌂←─ 

☿fi♃כ≈⌂←─ 

ₒ ₓ 

 ☿fi♃⁸│─←⌂≈כ ╡⅜ ⇔╕⇔√⅜⁸

⅝ ⅝ ─ ⁸ ─ ⅜⁸ ☿fi♃כ≈⌂←── ╩ ↕∑╢℮ⅎ

≢⁸ ⌂ ≤⌂∫≡™╕∆⁹ 

 ─√╘⁸ ─ ה ☿fi♃כ╛ ⌐ ─

╩ ℮≤≤╙⌐⁸ ─ ╩ ⌐ ∫≡⅝╕⇔√⅜⁸ ─ ⅜

⇔™ ⅜ ≢⅝⌂™√╘⁸ √⌂ ─ ≤⇔≡ ⅛╠

─ ╩ ⇔√⁸ ≤⇔≡ ☿fi♃כ≈⌂←─╩ ⇔⁸

─ ⌐ ╘╕∆⁹ 

╕√⁸Ɫכ♩ⱨꜟ▪◓ꜞ▪♁◦◄כ◦ꜛfi ─ ─ ≤⇔≡⁸

≤ ⇔⁸ ─ ╛ Ⱪꜝfi♪ ⌐╟╢ ─ ╩ ∆╢

⁸ ─ ≤ ─ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

ₒ ₓ 

☻ⱦכ◘ ─ ─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⌐

⌂ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ╘⁸ ─ ⌂ ╩ ╢≤

≤╙⌐⁸ ─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫√ ⌂

─ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

  ⅜ ⇔√ │ ╩ ╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─ ╩

∆╢≤≤╙⌐⁸ ∕─ ─ ─ ╩ ∂≡⁸∕─ ┘ ─ ─

√╘⌐ ⌂ ∕─ ─ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

  ─ ⌐ √∫≡│⁸ ≤─ ┘≈⅝╩ ⇔⁸ ─

∆╢ ⁸ ─ ☻ⱦכ◘ ≤─ ⌂ ⌐ ╘╢╙─≤

∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ  ה  ⱴfi◦ꜛfi  

           - -   FAX - -  

       Ɫ►☻ ∟╖fi⇔╜╪≤ↄ♦כ●ꜞ◓▪  

              ⅔⅔↕⅛  ─  

 

ₒ ₓ  

☻ⱦכ◘   

         

 

ₒ ₓ  ⁸ ⁸ ⁸  
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ₒ ┘ ₓ 

    ⅛╠ ⇔ ─ ┘ ╩ ↄ  

 

☻ⱦכ◘     

 

ₒ ₓ  

 

ₒ◘כⱦ☻ ┘ ₓ 

 ─  

 ⌐ ⌂ ⁸ ╩ ∆╢√╘─  

 ─ ─ ┘ ─  

 ─  

  

  

  

  

  

10)  

11  

12 ⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

   ⅛╠ 11 ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

 

ₒ ₓ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה  

ⱦ♬ꜟⱢ►☻┼─  

 

 

┼─  

ה  

ⱦ♬ꜟⱢ►☻┼─  

─  

─  

ה↑  

┼  

 

 

 

ⅎ 
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ₒ ₓ 

☻ⱦכ◘ ─ ─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⌐

⌂ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ╘⁸ ─ ⌂ ╩ ╢≤

≤╙⌐⁸ ─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫√ ⌂

─ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

  ⅜ ⇔√ │ ╩ ╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─ ╩

∆╢≤≤╙⌐⁸ ∕─ ─ ─ ╩ ∂≡⁸∕─ ┘ ─ ─

√╘⌐ ⌂ ∕─ ─ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

  ─ ⌐ √∫≡│⁸ ≤─ ┘≈⅝╩ ⇔⁸ ─

∆╢ ⁸ ─ ☻ⱦכ◘ ≤─ ⌂ ⌐ ╘╢╙─≤

∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ  ה  ⱴfi◦ꜛfi  

           - -   FAX - -  

       Ɫ►☻ ∟╖fi⇔╜╪≤ↄ♦כ●ꜞ◓▪  

              ⅔⅔↕⅛  ─  

 

ₒ ₓ  

☻ⱦכ◘   

         

 

ₒ ₓ  ⁸ ⁸ ⁸  

 

ₒ ┘ ₓ 

    ⅛╠ ⇔ ─ ┘ ╩ ↄ  

 

☻ⱦכ◘     

 

ₒ ₓ  

 

ₒ◘כⱦ☻ ┘ ₓ 

 ─  

 ⌐ ⌂ ⁸ ╩ ∆╢√╘─  

 ─ ─  

 ─  
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10)  

11  

12 ⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

   ⅛╠ 11 ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

 

ₒ ₓ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה  

ⱦ♬ꜟⱢ►☻┼─  

 

 

┼─  

ה  

ⱦ♬ꜟⱢ►☻┼─  

─  

─  

ה↑  

┼  

 

 

 

ⅎ 

 

 

 

 

 

 

┼─ ╖ 

☿fi♃כ≈⌂←─ ⅛╠⁸ ─ ◖fi♁כ◦▪ⱶ≢№╢₈Ɫכ♩ⱨ

⌐fi₉ꜛ◦כ◄◦♁▪ꜞ◓▪ꜟ ⇔⁸ ─ √⌂ ─ ⁸ ─ ≤

⌂ ─ ⌐ ↑ ⇔≡╕™╡╕⇔√⁹∕─ ≢⁸ ╛ ⌐ ⅎ⁸

─ ≤ ─ ⌐│ ╩ →╢ ⅜№╡⁸ ⌐│ ─Ⱪꜝfi

♪ ⁸ ⅛╠ ⅜ ™ ה ◦☻♥ⱶ─ ⁸ ⱴⱠ☺ⱷfi♩⅜

≢№╡⁸ │∕╣╠─ ╩ ℮ ≢─ √⌂ ─ ⌐│™╡

╕∆⁹ 

 Ɫכ♩ⱨꜟ▪◓ꜞ▪♁◦◄כ◦ꜛfi│⁸ ⅝ ⅝ ─ ┘⌐ ─

╩ ™╕∆⁹ 
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支援センターねぎぼうず 

 

支援センターねぎぼうず 

 

事 業 概 要 

 ₈ ₉ ≤⇔≡ ⌐∕∫√ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ ─ ₓ  

╩≈⌂← ₈ ₉≤™℮⁹ ⅜ ∆╢ ☿fi♃כ

⌡⅞╓℮∏ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐⅔™≡ ∆╢ ☻ⱦכ◘ ─

₈ ₉≤™℮⁹ ─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⌐

⌂ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ╘⁸ ─ ⌂ ╩

╢≤≤╙⌐⁸ ─ ┘ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ─ ⌐ ∫√ ⌂

─ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢⁹ 

 

ₒ ─ ₓ 

│⁸ ⅜ ⇔√ │ ╩ ╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─

╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ∕─ ─ ─ ╩ ∂≡⁸∕─ ┘ ─

─√╘⌐ ⌂ ∕─ ─ ╩ ⅛≈ ⌐ ℮╙─≤∆╢⁹ 

─ ⌐ √∫≡│⁸ ≤─ ┘ ⅝╩ ⇔⁸ ─

∆╢ ⁸ ─ ☻ⱦכ◘ ⁸ ⁸

∕─ ☻ⱦכ◘ │ ╩☻ⱦכ◘ ∆╢ ₈ ☻ⱦכ◘

₉≤™℮⁹ ≤─ ⌂ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ ─╒⅛⁸ ─

┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─ ⁹ ₈ ₉

≤™℮⁹ ┘₈ ─☻ⱦכ◘ ─ ⁸ ┘ ⌐ ∆╢

╩ ╘╢ ₉ ⌐ ╘╢ ─╒⅛ ╩

⇔⁸ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ─ ₓ 

╩ ℮ ─ ┘ │⁸ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

  ☿fi♃כ⌡⅞╓℮∏ 

   

 

ₒ ─ ⁸ ┘ ─ ₓ 

 ⌐⅔↑╢ ─ ⁸ ┘ ─ │⁸ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

  

│⁸ ─ ⁸ ─ ─ ⇔ ╖⌐ ╢ ⁸

─ ─ ∕─ ─ ╩ ⌐ ℮≤≤╙⌐⁸ ⌐⅔™≡ ↕╣

≡™╢ ─ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐ ⇔ ↕∑╢√╘

⌂ ╩ ℮⁹ 

☻ⱦכ◘    

☻ⱦכ◘ │⁸ ─ ╩ ℮⁹  

▪  ⌂ ⌐╟╡⁸ ─ ∆╢ ⁸ ⅛╣≡™╢ ┘
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─ ─ ╩ ∂≡ ─ ∆╢ ╛ ─ ₈▪

☿☻ⱷfi♩₉≤™℮⁹ ╩ ™⁸ ⅜ ⇔√ ╩ ╗↓≤⅜≢⅝

╢╟℮⌐ ∆╢ ≢─ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

▬  ▪☿☻ⱷfi♩ ┘ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⅜ ∆╢

─ ☻ⱦכ◘ │∕─ ─ ☻ⱦכ◘ ≤─

╙ ╘≡⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⁸ ⌂ ─ ⁸ ─

╩ ↕∑╢√╘─ ⁸ ─ ┘∕─ ⁸

╩ ∆╢ ≢─ ╩ ⇔√

─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

►  ─ ─ ╩ ⌐ ⇔≡ ⇔⁸ ⌐╟╡

─ ╩ √ ≢⁸ ⇔√ ╩ ⇔√ ╩

⌐ ∆╢↓≤⁹ 

◄  ⁸ ─ ─

⌐≈™≡─ ⌂▪☿☻ⱷfi♩╩ ╗⁹╩ ℮≤≤╙⌐⁸ ⌂ↄ≤╙

⌐ ⁸ ─ ⇔╩ ™⁸ ⌐ ∂≡

╩ ∆╢↓≤⁹ 

○  ─ ⌐ ⇔⁸ ☻ⱦכ◘ ⌐ ∆╢ ⌐╟╡⁸

─ ─ ⁸ ⌐⅔↑╢ ☻ⱦכ◘ ─

╩ ∆╢↓≤⁹ 

◌  ─ ─ ⁸ ⅛╣≡™╢ ⌐ ╠⇔⁸ ⅜ ⇔√

╩ ╗↓≤⅜≢⅝╢╟℮ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⇔√

╩ ╗↓≤⅜≢⅝╢≤ ╘╠╣╢ ⌐ ⇔⁸ ⌂ ╩ ℮↓≤⁹ 

◐  ─ ⌐ ∆╢ ┘ ╩ ℮↓≤⁹ 

  ⁸   

│⁸ ╩ ℮⁹ 

( )    ⁸   

│⁸ ╩ ℮⁹ 

( )     

│⁸ ╩ ℮⁹ 

 

ₒ ┘ ₓ 

─ ┘ ☻ⱦכ◘⌐┘ ☻ⱦכ◘┘ │⁸

─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

 ⅛╠ ╕≢≤⇔⁸ ⌐╟∫≡│ ⁸ ╙ ∆

╢↓≤⅜№╢⁹√∞⇔⁸ ─ ⁸ ⅛╠ / ⅛

╠ ╕≢╩ ↄ⁹ 

 ⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ 

☻ⱦכ◘  ⅛╠ ╕≢≤⇔⁸ ⌐╟∫≡│ ⁸  

╙ ∆╢↓≤⅜№╢⁹√∞⇔⁸ ─ ⁸ ⅛╠ /  

⅛╠ ╕≢╩ ↄ⁹ 

☻ⱦכ◘  ⅛╠ ╕≢≤∆╢⁹ 
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ₒ ╩ ∆╢ √╢ ₓ 

 ⌐⅔™≡ ╩ ∆╢ √╢ │⁸ ─≤⅔╡≤∆

╢⁹ 

─ ╩ ↄ  

 

ₒ ─ ₓ 

 ≢ ℮ ─ │⁸ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ ─ │ ≤∆╢⁹ 

 

ₒ ─ ₓ 

 ≢ ℮ ─ │⁸ ─≤⅔╡≤∆╢⁹ 

─  

─  

⌐ ⌂ ⁸ ╩ ∆╢√╘─  

─ ─ ┘ ( ↑ ⁸ ⅝ ─ ה ה )  

─  

 

 

 

 

 

 ☻ⱦכ◘

 

⌐ →╢ ⌐ ∆╢  

⅛╠ ⌐ ∆╢∕─ ⌂ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁹ 

 

ₒ ⅛╠ ∆╢ ─ ₓ 

 ╩ ⇔√ ⌐│⁸ ⅛╠ ⌐

╢ ─ ╩ ↑╢╙─≤∆╢⁹ 

 ╩ ╦⌂™ ╩ ⇔√ │⁸ ⅛╠

─ ⌐╟╡ ↕╣√ ─ ─ ╩ ↑╢╙─≤∆╢⁹

↓─ ⁸∕─ ⇔√ ─ ⁸ ─ ∕─ ≤ ╘

╠╣╢ ╩ ☻ⱦכ◘√⇔ ╩ ⌐ ⇔≡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ─╒⅛⁸ ⌐ ╘╢ ⌐≈™≡│⁸ ⅛╠ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

─☻ⱦכ◘ ⌐ ╢  

   ▪ ⌐ ∆╢ ─ ─  

⌐≈⅝  

∕─ ⌐⅔™≡ ≤⌂╢╙─⌐ ╢ ≢№∫≡⁸∕─

⌐ ↕∑╢↓≤⅜ ≤ ╘╠╣╢╙──  



100 

 

 ─ ─ ⌐ ─☻ⱦכ◘╢ ⌐ √∫≡│⁸№╠⅛∂╘⁸ ⌐ ⇔

─☻ⱦכ◘ ┘ ⌐≈™≡ ╩ ™⁸ ─ ╩ ╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⅛╠ ╕≢─ ─ ™╩ ↑√ │⁸ ⌐ ╢ ╩

╩ ∫√ ⌐ ⇔ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ─ ₓ 

│⁸ ⅜ ⌐ ⇔√ │⁸ ⌐ ⇔⁸ ⌐ ╘╢

⌐ ≠⅝⁸ ⌐ ╢ ─ ⅛╠ ⌐ ╢ ⌐ ⌂

╩ ⇔√ ⌐ ∆╢ ╩ ≤⇔≡ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐⅔™≡│⁸ №√╡─ ─ │⁸ ╩ ╠⌂™╙─≤

∆╢⁹ 

 

ₒ◘כⱦ☻ ⌐ √∫≡─ ₓ 

─☻ⱦכ◘⁸│ ⌐ √∫≡│⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢↓≤⁹ 

☻ⱦכ◘  ─ ™╩ ﬞ ⇔⁸ ⌐ ∂⌂™ │⁸

≤⌂╢↓≤⁹ 

⌐ ∫≡╙ ─⌂™ │ ≤⌂╢↓≤⁹ 

─ ⁸ ⁸ ⁸ ╩ ≈↑╢ ╩ ℮↓≤│ ≤⌂╢↓ 

≤⁹ 

 

ₒ ⌐ ╢ ₓ 

 │⁸ ─ ╩ ↑≡⁸ ⅜ ─ ⌐ ☻ⱦכ◘

┘ ₈ ☻ⱦכ◘ ₉≤™℮⁹ ╩ ↑√≤⅝│⁸

⅜ ─ ⌐ ↑√ ☻ⱦכ◘ ⌐ ⇔√

╩ ↄ⁹ ─ ⅛╠ ─ ⌐╟╡ ↕╣√ │

─ ╩ ⇔√ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹↓─ ⌐⅔™≡⁸

⅜⁸ ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢√╘─

⁹ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ∆╢

⁸ │ ⌐ ∆╢ ☻ⱦכ◘ ╩

ⅎ╢≤⅝│⁸ ☻ⱦכ◘ ─ ╩ ─ ⁸

╩ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ┘ ☻ⱦכ◘ ╩ ⇔√

☻ⱦכ◘ ┘ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ─ ─ ₓ 

─ ─ │⁸ ≤∆╢⁹ 

 

ₒ ┘ ⌐⅔↑╢ ₓ 

⌐ ─ ╩ ∫≡™╢≤⅝⌐ ⌐ ─ ⅜ ∂√

∕─ ⌂ │⁸ ╛⅛⌐ │ ─ ₈

₉≤™℮⁹ ┼─ ╩ ℮ ─ ⌂ ╩ ∏╢≤≤╙⌐⁸ ⌐

∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ┼─ ⅜ ⌂ ⌐│⁸ ┼─ ╩ ℮ ─ ⌂
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╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ⅜ ⇔√≤⅝│⁸ ∟⌐ ⌐ ╢

☻ⱦכ◘ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌂ ╩ ∂╢╙─≤∆╢⁹ 

 ─ ⌐╟╡ ∆═⅝ ⅜ ⇔√≤⅝│⁸ ╛⅛⌐

╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

│⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ≡⁸ ─ ┼─

┘ ╩ ⇔⁸∕╣╠╩ ⌐ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ⁸

∕─ ⌂ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ₓ 

⇔√ ⌐ ∆╢ ┘∕─ ₈ ₉≤

™℮⁹ ⅛╠─ ⌐ ⅛≈ ⌐ ∆╢√╘⌐⁸ ╩ ↑ ↑╢√╘─

╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ⇔√ ⌐ ⇔⁸ ─ ⌐╟╡ ⅜⁸

╕√⁸ ─ ⌐╟╡ │ ⅜ ℮ ⇔ↄ│

∕─ ─ ─ ⇔ↄ│ ─ ⁸ │ ⅛╠─ ⇔ↄ│

─ ⇔ↄ│ ∕─ ─ ─ ⌐ ∂⁸ ┘ ⅛╠─

⌐ ⇔≡ │ ┘ ⅜ ℮ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸

│ ┘ ⅛╠ │ ╩ ↑√ │⁸ │

⌐ ∫≡ ⌂ ╩ ℮╙─≤∆╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ⅜

─ ⌐╟╡ ℮ │№∫∑╪⌐≢⅝╢ ╡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ─ ₓ 

│⁸∕─ ╡ √ ─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐

∆╢ ∕─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ╡

℮╙─≤∆╢⁹ 

 │⁸∕─ ╡ √ ─ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ≢№∫√ ⌐⁸ ╡ √ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ≢⌂ↄ⌂

∫√ ⌐⅔™≡╙↓╣╠─ ╩ ∆╢═⅝ ╩⁸ ≤─ ─ ≤∆

╢⁹ 

 │ ─ ☻ⱦכ◘ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ∆

╢ │⁸№╠⅛∂╘ ⌐╟╡ ─ ╩ ╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ⌐ ∆╢ ₓ 

│⁸ ─ ─ ה ─ ─√╘⁸ ─ ╩ ∏╢╟℮ ╘ 

╢╙─≤∆╢⁹ 

⌐ ∆╢ ─ ┘  

─  

─  
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⌐ ∆╢ ─ ╩ ה ∆╢√╘─ ─     

 

ₒ∕─ ⌐ ∆╢ ₓ 

 │⁸ ─ ─ ─√╘⌐ ─ ╩ ─≤⅔╡ ↑╢╙─≤⇔⁸╕ 

√⁸ ─ ⌐≈™≡╙ ⁸ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ◌  

  

 │⁸ ⁸ ⁸ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 │⁸ ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸

╩ ⇔√ ⅛╠ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 │⁸ ─ ⌐≈™≡ │ ╩ ℮

⅜ ℮ ⌐⁸≢⅝╢ ╡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ↓─ ⌐ ╘╢ ─╒⅛⁸ ⌐ ∆╢ │ ≤ ─ ≤

─ ⌐ ≠™≡ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

 

ₒ ─ ╡ ╖ₓ 

. ⌐ ∫√ ╩ ℮ 

 .  

ה   ≤ ☻◐ꜟ▪♇ⱪ⁸ ─ ⅜™ ⌐ ╦∑√ ─  

╩ ℮⁹╕√ ─ ⌐ ⇔√ ⌐ ╡ ╗⁹ 

  ⅝ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ⁸ 

Ɫכ♩ⱨꜟ ⁸ ⌂≥≢ ⌐ ⌐ ╡ ╗⁹ 

ה   ꜝ☺○ ⁸ ╩≤⌂◓fi◐כ◊►╘√─ ℮ 

ה  ⱪכꜟ◓  ⁸ ⁸Ɫ▬◐fi◓⁸ ⁸∕─  

ה   ─ ╡⁸◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ─√╘Ⱶכ♥▫fi◓╩ ℮ 

 .        

 .  ⁸ ─ ≢─ⱴ♫כ ⁸ ╡ ─  

 .  ⁸ ⁸ ─ ≤☻ⱳכ♠  

Ⱳꜝfi♥▫▪ 

 . ─ ◐ꜗꜞ▪ ─ ≤⇔≡ ╩ ⁸╕√ 6 ≤ ╩ ℮⁹ 

 

【年間行事予定】 

月 内  容 月 内  容 

4 月 

余暇活動、花見体験、 

ミーティング、調理実習 10 月 

余暇活動、ミーティング 

区民まつりバザー 

社会生活体験宿泊訓練 

5 月 
ミーティング、調理実習 

 
11 月 

地域交流きらめきバザー 

ミーティング、調理実習 

6 月 
ミーティング、調理実習、 

育成会つなｇｏｏｄボーリング大会 
12 月 

大掃除、ミーティング、調理実習 

マナー研修：忘年会 
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7 月 
余暇活動：消防訓練 

ミーティング、調理実習 
1 月 

初詣 

食事マナー研修：新年会 

8 月 

余暇活動・地域スポーツ交流会 

ミーティング、調理実習 

大阪福祉大会（大東市） 
2 月 

ミーティング、調理実習 

地域小学校キャリア教育に講師派

遣 

地域小学校６年生と作業交流 

9 月 
ミーティング、調理実習 

健康診断 
3 月 

避難訓練、調理実習 

食事マナー研修：ごくろうさん会 

毎月・月１～２回近隣公園清掃ボランティア、 

   ・体重測定 その他 

・毎週金曜日：喫茶体験（利用者がメニュー票を持ち注文を聞き、飲み物を配る）  

     

・第４月曜日 保護者会 

 

 

【日 課】 

時 間 日 課 備 考 

9：30 

9：45 

 

 

 

10：00 

11：00 

 

 

12：00 

 

13：00 

 

 

15：30 

 

 

 

16：00 

通所 

朝礼 

ラジオ体操 

北村公園ウォーキング 

 

作業開始 

水分補給 

（5 分～10分） 

 

昼食・休憩 

 

作業開始 

水分補給 

（10分） 

作業終了 

清掃（全員） 

水分補給 

 

終礼 

帰宅 

 

 

 

（ウォーキング希望の人） 

10：00～10：30 

 

 

＊北村公園清掃ボランティア 

  月２回(水曜日) 

＊水曜日 午後：ミーティング 

＊土曜日 ・余暇活動 

     

 


